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文教厚生委員会 会議録

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

日 時 令和３年２月２４日（水）

午前１０時００分開会，午後３時３４分閉会

場 所 第１委員会室

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

１ 開 会

２ 委員長挨拶

３ 協議事項

（１）教育委員会関係

（２）保健福祉部関係

（３）その他

４ 閉 会

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

出席委員（７名）

委員長 塚原 圭二

副委員長 目黒 英一

委 員 奥谷 崇

委 員 矢口 勝雄

委 員 下村 壽郎

委 員 鈴木 一彦

委 員 福田 一夫

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

欠席委員（１名）

委 員 田子 優奈

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

説明のため出席した者（２１名）

教育長 井坂 隆

教育部長 羽生 元幸

参事 菊池 正和

教育総務課長 藤井 徹

学務課長 田中 裕之

文化生涯学習課長 中澤 達也
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スポーツ振興課 根本 卓也

図書館長 大貫 三千夫

指導課長 中山 弘

博物館副館長 木塚 久仁子

上高津貝塚ふるさと歴史の広場考古資料館副館長 黒澤 春彦

保健福祉部長 塚本 哲生

社会福祉課長 平井 康裕

障害福祉課長 加藤 史子

こども福祉課長 菊田 宏巳

こども相談課長 中川 光美

高齢福祉課長 水田 和広

国保年金課長 元川 宏

健康増進課長 羽成 信明

つくしの家所長 中村 孝一

療育支援センター所長 直井 洋明

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

事務局職員出席者

係 長 小野 聡

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

傍聴者（なし）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○塚原委員長 ただ今から文教厚生委員会を開催いたします。早速，協議及び報告事項

に入ります。教育委員会から行います。委員の皆さんにはサイドブックスの，文教

厚生委員会，令和３年，２月２４日開催，教育委員会をお開きください。ではまず，

議案関係１土浦市青少年センター条例の一部改正案について執行部より説明お願い

します。

○中澤文化生涯学習課長 議案関係１番，土浦市青少年センター条例の一部改正案につ

いて，委員会資料の①をご覧ください。御説明いたします。この度の，青少年セン

ター条例の一部改正は，議案第１３号，土浦市こどもランド条例の制定に伴うもの

でして，１番目の改正の趣旨にありますように，令和３年４月からの土浦市の組織

改編により，青少年センター内の施設であるこどもランドが，市長部局に移管され，

土浦市こどもランド条例を新たに制定することから，青少年センター条例の一部を

改正するものです。２番目の改正の内容でございますが，青少年センターの施設と

して位置づけられている２つの施設，こどもランドと研修室の内，こどもランドが
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市長部局に移管されることから，こどもランドに係る部分を削るとともに，残った

研修室について規定を見直し，合わせて文言を修正するものです。この条例は３月

議会に上程いたしまして，令和３年４月１日から施行するものです。なお，土浦市

こどもランド条例につきましては，移管先において，条例を制定いたしますことか

ら，保健福祉部の方で，説明がございますので，よろしくお願いいたします。説明

は，以上でございます。

○塚原委員長 ありがとうございます。委員の皆さん質問等ありますか。

（「なし」の声あり）

○塚原委員長 それでは次に移ります。２令和２年度土浦市一般会計補正予算第１６回

案について執行部より順次説明お願いします。

○藤井教育総務課長 資料②のアをお願いいたします。第１６回の補正は，新型コロナ

ウイルス感染症対応の国の臨時交付金等を活用して実施する事業の補正です。教育

総務課は３事業ございます。はじめに，小中学校空調機器整備事業です。１の補正

の理由については，二つございます。一つは，昨年１１月に内定となり，１２月補

正にて歳入予算を増額した交付金について，国の補助加算率の増による変更交付決

定があったことから，歳入予算の増額補正をお願いするものです。二つ目の理由は，

小中学校空調機器整備事業については１２月補正をしたところですが，国の令和２

年度第３次補正予算の交付金を活用して，新規事業として，相談室など，教科別特

別教室以外の特別教室に空調機器を設置するために歳入・歳出予算の増額補正をお

願いするものです。１２月の補正予算では，理科室など，教科別特別教室へ空調機

器を設置するものでしたが，今回は，相談室など，その他の特別教室へ空調機器を

設置するもので，これにより，特別教室の空調機器設置率は１００パーセントとな

ります。２の補正予算額ですが，歳入については，１６款国庫支出金，４項国庫交

付金，７目教育費国庫交付金の，３節小学校費交付金について，５，１０２万５，０

００円，１節中学校費交付金について，６，６３９万円の増額です。なお，小学校・

中学校の内訳は表の下に記載のとおりです。次のページをお願いします。歳出につ

いては，１４節工事請負費と１７節備品購入費に計上しておりますが，規模の大き

な教室への取り付けは工事請負費，規模の小さな教室への取り付けは備品購入費と

しております。小学校については，９款教育費，２項小学校費，１目学校管理費の

１４節工事請負費について，４，００１万８，０００円，１７節備品購入費につい

て，１，５２６万１，０００円の，増額です。中学校については，９款教育費，３項

中学校費，１目学校管理費の１４節工事請負費について，３，９９６万３，０００

円，１７節備品購入費について，５４１万５，０００円の，増額です。次に，小中学

校大規模改造トイレ事業です。１の補正の理由は，昨年１１月に内定となり，１２

月補正にて歳入予算を増額した交付金について，国の補助加算率の増額決定があっ

たことから増額補正をお願いするものです。２の補正予算額ですが，１６款国庫支

出金，４項国庫交付金，７目教育費国庫交付金の，３節小学校費交付金について，

１，１６８万３，０００円，１節中学校費交付金について，３４３万３，０００円の
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増額です。次のページをお願いします。学校管理費関係新型コロナウイルス感染症

対策事業です。１の補正の理由は，国の令和２年度第３次補正予算に計上された感

染症対策等の支援事業の補助金を活用して，小中学校等の水道のハンドル式蛇口を，

レバー式に交換するために，歳入・歳出予算の増額補正をお願いするものです。２

の補正予算額ですが，歳入は，１６款国庫支出金，２項国庫補助金，６目教育費国

庫補助金の，１節小学校費補助金について，７３８万９，０００円，２節中学校費

補助金について，４８１万７，０００円の増額です。歳出は，小学校については，９

款教育費，２項小学校費，１目学校管理費の，１０節需用費について，１，６７１万

３，０００円，中学校については，９款教育費，３項中学校費，１目学校管理費の，

１０節需用費について，１，１６１万２，０００円の増額です。教育総務課の説明

は以上でございます。

○中澤文化生涯学習課長 つづきまして，委員会資料②のイをご覧ください。御説明い

たします。１ページ目，地区公民館新型コロナウイルス感染症対策事業についてで

す。新治地区公民館を除く，各地区公民館７館の水栓蛇口について，蛇口が回転式

ハンドルとなっているものをレバー式に交換することにより，ウイルスの接触感染

リスクを低減させるため，計６２個の水栓レバーの交換工事を行うものです。歳入

は，新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し，歳出につきまし

ては，５項社会教育費，１目公民館費，１４節工事請負費２３５万３，０００円の

増額補正をお願いするものです。次に，右側の２ページ目，放課後児童クラブ新型

コロナウイルス感染症対策事業についてです。先ほど御説明の，各地区公民館の水

栓レバーの交換工事と同様の内容でございまして，児童クラブ専用の建物となって

おります１０か所のクラブの水栓蛇口，計６２個の交換工事を行うものです。歳入

は同じく，新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し，歳出につ

きましては，５項社会教育費，１１目青少年育成費，１４節工事請負費８７万６，

０００円の増額補正をお願いするものです。説明は，以上でございます。

○木塚博物館副館長 つづきまして，博物館，上高津貝塚ふるさと歴史の広場です。委

員会資料②のウをご覧ください。博物館新型コロナウイルス感染症対策事業につい

てです。博物館の水栓蛇口について，蛇口が回転式ハンドルとなっているものをレ

バー式に交換することにより，ウイルスの接触感染リスクを低減させるため，１１

個の水栓レバーの交換修繕を行うものです。歳入は，新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金を活用し，歳出につきましては，５項社会教育費，８目博物

館費，１０節需用費修繕料１２万９，０００円の増額補正をお願いするものです。

次のページをお願いします。上高津貝塚ふるさと歴史の広場新型コロナウイルス感

染症対策事業についてです。先ほど説明の，博物館の水栓レバーの交換工事と同様

の内容でございまして，８個の水栓蛇口の交換修繕を行うものです。また，屋外ト

イレが和式であることから，飛沫感染を防止し利用者の安全安心を確保するため，

蓋つきの洋式トイレに改修工事を行うものです。歳入は同じく，新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し，歳出につきましては，５項社会教育費，
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３目ふるさと歴史の広場管理費，１０節需用費修繕料６万３，０００円と１４節工

事請負費１２９万８，０００円の計１３６万１，０００円の増額補正をお願いする

ものです。説明は，以上でございます。

○根本スポーツ振興課長 資料②エをお願いします。１ページ目，体育施設等新型コロ

ナウイルス感染症対策事業の水栓レバー交換修繕でございます。新型コロナウイル

ス感染防止対策として，国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を

活用して，体育施設６施設の水道の蛇口２６か所の交換を行うものです。補正予算

額は，３目体育施設費，１０節需用費について，４９万１，０００円の増額補正を

お願いするものです。なお，この６施設以外につきましては，この後説明させてい

ただきますトイレ改修工事に合わせて行うものでございます。続きまして，２ペー

ジをお願いします。同じく，体育施設等新型コロナウイルス感染症対策事業で，こ

ちらはトイレ洋式化改修工事でございます。記載の施設の和便器の洋式化及び既設

洋式便器への蓋設置，そして水道蛇口の水栓レバーの交換を国の新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して行うもので，補正予算額は３目体育施

設費，１４節 工事請負費において，２，９４６万１，０００円の増額補正をお願

いするものです。いずれの事業も令和３年度に予算を繰越して工事を行うものでご

ざいます。なお，水郷文化体育会館トイレ改修つきましては，茨城県との管理協定

で，工事費が１００万円を超えるものは茨城県が行うこととなっていることから，

県に対して改修の要望を行って参りたいと考えております。

○中山指導課長 指導課でございます。②のオ，令和２年度土浦市一般会計補正予算を

お開きください。それでは説明させていただきます。教育相談室新型コロナウイル

ス感染症対策事業でございます。補正の理由でございます。教育相談室に通室する

児童生徒の新型コロナウイルス感染症対策のため，旧宍塚小学校の教育相談室及び

共有部分のトイレにおきまして，蓋付洋式トイレに変更したり，手洗い場の水洗レ

バーを交換したりするため，歳入及び歳出予算を増額補正をお願いするものでござ

います。補正の予算額に付きまして，歳入につきましては新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金を活用したいと思います。歳出につきましては９款教育

費，１項教育総務費，２目事務局費，１４節工事請負費により２２０万円の増額補

正をお願いするものでございます。説明は以上でございます。

○塚原委員長 ありがとうございます。委員の皆さん質問等ありますか。

○矢口委員 今回トイレとか水洗レバーに一気に変わるということで，非常に今回こう

いうコロナでついた予算を上手に使っていただいたということで評価をしたいと思

います。ただ，ちょっと気になるというか水栓レバーに換えることによって手を触

れなくて済むようになる一方で，トイレのドアとかそこら辺の手を洗った後に，出

る時にドアにどうしても触れなくてはいけなくなるというのは，以前からいろんな

方に言われているとことでして，レバーに換えたことによってなおさらそのことが，

注目されてくるんではないかなと思うので，こちらの対応をぜひよろしくお願いし

たいと思います。
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○塚原委員長 それは要望ですか。

○矢口委員 要望です。できたらお考えも認識もお伺いしておいた方がよろしいでしょ

うか。ちなみにですね，コンビニになんか行くと冷蔵庫のドアありますよね。あれ

を足で開けられるようなのがついてるところもあるので，そういうのも１つの手か

と思いますが，お考えもお伺いしておきます。

○羽生教育部長 今回トイレ等，予算を出させていただきまして，今，矢口委員がおっ

しいましたように，その他の部分，本当に出入り口から，トイレだけじゃなくて通

常の公民館であれば，それぞれの部屋の入り口とかすべてがその部分に該当してく

ると思いますので，すべてをやるっていうのは難しいのかなと考えておりますので，

できるところから，トイレの入り口から。たしかにおっしゃられるとおりと思いま

すので，その辺どうやってできるのかを，どうやってできるのかっていうのを，調

査研究をしていきたいと思いますので，よろしくお願いいたします。

○矢口委員 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

○鈴木委員 今の矢口委員の質問での関連になってきます。まず，水栓レバーの交換と

トイレの洋式化というのは，文教厚生の所管の部分に関わらず，市管理の，県もあ

るのかな，全施設でそういう交換事業を行う計画で動いているのか。そこをお答え

いただきたい。国の補正で来ているとのことなのですが，水栓レバーへの交換とい

う条件が国からついているのか，例えば手をかざすだけで水がでてくるのもありま

すよね，そういうのがあるにも関わらず，なんで水栓レバーへの交換ということに

なっているのか。その辺を詳しく教えていただきたい。

○藤井教育総務課長 今の御質問，水栓レバー，小中学校の水栓レバーについては今御

説明をさせていただいたとおり，すべてですね交換することとしております。さき

ほど言いませんでしたけれど，４，４８５個という数になってございます。非接触

型のものにしてはというお話でしたが，予算が高額すぎるということがありまして，

当初からレバーの交換しかできないであろうということで，昨年から検討してきた

ものですが，今回交付金がありましたので，補助金ですね，ありましたので，こち

らを活用させていただいて実施するということにしたものでございます。そしても

う１つ，トイレのお話ございました，トイレにつきましては小中学校については順

に，洋式化していくということで今進めているところです。何しろ数が多いもので

すから，少しずつということでも進めて行きたいと思っております。

○羽生教育部長 今回，文教厚生所管で教育施設関係説明させていただいたところです

けど，今回この１６回補正というタイミングでですね，各施設，教育施設以外の部

分でもそれぞれの所管の方で，こういったトイレ，レバー，ハンドルの改修という

のを出させていただいているという状況です。以上です。

○鈴木委員 そういう部品の交換というのも効果的だと思うんですけれども，例えば室

内を消毒したり，抗菌をしたり，そういう感染を防ぐための技術なんていうのもだい

ぶ，費用対効果ではないんだけども，水栓レバーへの交換という国の補助金の条件が

付いていないのであれば，そういう別な手法というのは検討したことがなかったか
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な。要は部品の交換じゃなくて，建物そのものをコロナ対策で防いだらどうだろうと

いうような発想は役所の中にはなかったんでしょうかという質問です。

○藤井教育総務課長 そこまでの検討はしていないところでございます。

○鈴木委員 今，そういう技術もあるんで，今から何を取り入れろという話ではないん

ですけど，幅広く調査研究していただいて，今後いつ収束するのか分からないとこ

ろに備えて，いろいろな角度から調査研究をしてお願いしたいということで，これ

は要望でございます。

○福田委員 放課後児童クラブの水栓レバーの交換ですが，自由クラブ以外は，もうす

でに水栓レバーということなんでしょうか。

○中澤文化生涯学習課長 他のクラブにつきましては，学校の空き教室の方を使ってご

ざいます。それゆえに，教育総務課の方で予算の方，上げている方に含まれてござ

います。

○下村委員 水道のレバーの方ですけど，水栓レバー。これについて先ほど教育部長，

いろんな教育委員会に関する施設については要望していくんだ，あるいはしている

ということでしたけど，文化生涯学習の青少年の家は入っていないんですけど，ど

ういうふうにお考えですか。

○中澤文化生涯学習課長 青少年の家も検討してみたかったんですけれど，現在のとこ

ろ利用頻度を考えまして，利用数が非常に多い所から順に，優先的な分も含めまし

て，青少年の家まで含められなかったというところがございます。

○下村委員 検討はいいんですけど，今後はつけるようなお考えはありますか。

○中澤文化生涯学習課長 こちらの方はどうしても国の新型コロナウイルスの感染症対

応の地方創生臨時交付金を活用しているという部分もございまして，政策企画課の

方で全庁的な部分の調整なども行っている部分がございます。担当課としましては，

できればつけてもらいたいと考えているところではございます。以上です。

○下村委員 教育委員会として把握されてる施設ですから，担当課としてつけてもらい

たいというような御説明でしたけれど，教育委員会としてはどのようにお考えなの

かというところをお聞かせください。

○中澤文化生涯学習課長 改めまして，水栓レバーの交換という部分で考えていきたい

と思います。

○下村委員 最初に課長から御説明は，利用頻度の問題があったと思うんです。土浦市

の教育委員会の方では前からお話させてもらってはいるんだけど，土浦市青少年の

家の利用の仕方を教育委員会の方が避けているような感じ。だからもうちょっと余

計使ってくださいという話をしていたと思うんです。子ども達は，例えばボーイス

カウトやガールスカウトだとかああいう方たちが集まって，キャンプしたりという

時もあるわけで。最近コロナ禍ですから，利用頻度は当然低くなってきている訳で

すよね。だけれども，用意をしておくのが本来の姿じゃないのかなと思うんです。

これは検討していただきたいと感じます。いかがでしょか。

○羽生教育部長 今，下村委員のおっしゃってたとおりだと思われますので，再度執行
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部，市長部局の方と折衝を行っていきたいと思います。

○塚原委員長 他にございますか。

（「なし」の声あり）

○塚原委員長 それでは次に移ります。３教育費寄付金に係る補正予算案について執行

部より説明お願いします。

○田中学務課長 学務課でございます。資料③教育費寄付金に係る補正予算案について

お開きください。東小学校及び土浦第三中学校に対する教育費寄付金に係る物品購

入及び施設改修事業について御説明いたします。こちらにつきましては，令和２年

度土浦市一般会計補正予算第１７回案となります。１の補正の理由としましては，

令和２年１１月１３日に受領した東小学校及び土浦第三中学校の教育事業への活用

を目的としていただいた寄付金を歳入の補正予算に計上し，合わせて寄付金を活用

した物品購入及び施設改修などの費用についても歳出の補正予算に計上するもので

ございます。なお，今回の補正予算については，物品の納品及び工事の完了を３月

中に終える見込みがないため，令和３年度に繰越するものとして予算要求しており

ます。２の補正予算額としましては，歳入として１９款寄付金，１項寄付金，５目

教育費寄付金，１節教育費寄付金２，０００万円となります。続きまして，歳出と

しましては，９款教育費，２項小学校費，１目学校管理費の１０節の需用費，１４

節工事請負費，１７節備品購入費で１，０００万円。同じく３項中学校費の１目学

校管理費においても同様の内容で１，０００万円となります。次のページをお願い

いたします。寄付の概要につきましては，寄付金額として，東小学校及び土浦三中

に各１，０００万円ずつで，合計で２，０００万円となります。寄贈者は市内三中

地区にお住まいの方で，寄付の目的としましては，お住まいの学区にある東小学校

及び土浦第三中学校の教育事業に活用してほしいとの意向により，多額の寄付をい

ただきました。２の購入物品，改修工事の内容につきましては，下の表にあります

ように，東小学校，土浦第三中学校に活用方法の要望調査を行い，作成いたしまし

た一覧でございます。説明は，以上でございます。

○塚原委員長 ありがとうございます。委員の皆さん質問等ありますか。

（「なし」の声あり）

○塚原委員長 それでは次に移ります。４令和３年度土浦市一般会計予算案主要事業に

ついて執行部より順次説明お願いします。なお，令和３年度予算の概要にて説明い

たしますので，委員の皆さまは，全員協議会，令和３年，２月１９日，フォルダを開

き，令和３年度予算の概要第９０回をお開きください。準備ができましたので，執

行部から説明をお願いします。

○中澤文化生涯学習課長 サイドブックスの５７ページをお願いします。５７ページか

ら順次，ページごとに担当課でご説明の方いたします。就学前教育推進事業につい

て，ご説明いたします。幼児期から児童期にかけて，連続性・一貫性のある教育を

行うため，就学前教育，家庭教育を推進し，幼児教育と小学校教育の円滑な接続を

図ることを目的として行う事業でございます。令和３年度は，幼児教育施設の代表
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者と学識経験者で構成する保幼小連携協議会を開催し，幼児教育施設と小学校の連

携を図るとともに，保幼小接続カリキュラムを試行し，保幼小連携の本格実施に向

けて協議を進めてまいります。以上でございます。

○藤井教育総務課長 サイドブックス５８ページをお願いします。小学校，中学校空調

機器整備事業です。事業の目的は，近年，猛暑日が増加していることから，温度と

湿度の適正管理が不十分な環境となっている小中学校の給食配膳室及び特別教室に，

年次計画で空調機器を設置しているものです。また，小中学校の職員室等の管理諸

室について，故障している空調機を更新します。事業の概要ですが，右上の表をご

覧いただきたいと思います。令和２年度は，小学校１０校の給食配膳室に空調機器

を設置しました。さらに，２年度から３年度にかけて，配膳室及び理科室等の教科

別特別教室に空調機器を設置することとして事業を進めています。右下の表になり

ますが，令和３年度は中学校４校の配膳室に空調機器を設置し，小学校２校，中学

校１校の管理諸室の故障している空調機器を更新します。今後も，老朽化により故

障している空調機器を年次計画で更新いたします。次に，５９ページをお願いしま

す。上大津地区統合小学校整備事業です。事業の目的は，児童数が減少し，適正規

模に満たない小学校がある上大津地区について，令和２年１１月に策定された「小

学校適正配置実施計画」に基づき，統合小学校を建設するものです。事業の概要の

これまでの経緯ですが，平成２９年度から上大津地区小学校適正配置検討委員会を

設置・開催し，適宜保護者及び地域住民説明会を開催するとともに，平成３０年１

１月の中間提言に基づき，令和２年４月に上大津西小学校を菅谷小学校に暫定的に

統合いたしました。令和３年度は，建設用地を決定し統合小学校建設の整備基本計

画の策定に向けて，新校舎建設の検討委員会及びワークショップを設置，開催する

予定です。今後は，令和９年４月までの開校を目標に統合小学校を建設いたします。

期待される効果は，統合小学校を建設することにより教育環境が整備され，学級数

が適正規模になることで，集団の中での社会性の育成など，児童の教育環境の充実

が図られます。

○田中学務課長 サイドブックスの６０ページをお願いいたします。本事業につきまし

ては，国のＧＩＧＡスクール構想に基づき，市立小中学校及び義務教育学校の児童

生徒に対して１人１台の端末及びＩＣＴ環境を整備することで，個々の子どもの状

況に応じて最適で効果的な学びを支援するとともに，長期の臨時休業中における学

びについても保障するものです。１人１台の端末につきましては，令和２年度末小・

中学校及び義務教育学校のすべての児童生徒に対し，整備いたします。今後の予定

としましては，市立小・中学校及び義務教育学校に完備した電子黒板との連動や，

学習者用デジタル教科書などの導入も視野に入れた学習活動の充実を図ります。説

明は以上でございます。

○藤井教育総務課長 ６１ページをお願いします。小学校，中学校長寿命化改良事業で

す。事業の目的は，令和２年度策定の学校施設の長寿命化計画に基づき，ライフサ

イクルコストの縮減及び予算の平準化を図りつつ，学校施設に求められる機能，性
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能を確保していくものです。令和３年度は，神立小学校の特別教室棟と屋内運動場

及び土浦四中の管理，普通，特別教室棟２棟について，実施設計及びアスベスト含

有調査を行います。今後は，他の小中学校についても，年次計画で長寿命化改良工

事の実施設計・工事を行ってまいります。期待される効果は，長寿命化改良工事を

行うことで，安全・安心で持続的な学校施設となり，児童・生徒の教育環境の維持，

確保に寄与します。６２ページをお願いします。小学校，中学校施設蛍光灯ＬＥＤ

照明化事業です。事業の目的は，学校施設の照明設備を，蛍光灯からＬＥＤ照明に

改修することで，省エネ化による維持管理費及び二酸化炭素排出量の削減を図るも

のです。令和３年度に，学校施設の蛍光灯を，譲渡権付き１０年リースによりまし

て，ＬＥＤ照明に改修いたします。上半期に改修工事を実施しまして，下半期より

リースを開始します。期待される効果は，ＬＥＤ照明に改修することで，現在の維

持管理費を約３０パーセント，二酸化炭素排出量を約６０パーセントの，削減が見

込まれます。説明は以上です。

○中澤文化生涯学習課長 続きまして，サイドブックスの６３ページをお願いします。

コミュニティスクール導入事業について，ご説明いたします。コミュニティスクー

ルは，学校と地域住民等が力を合わせて学校運営に取り組むことが可能となる地域

とともにある学校への転換を図るための有効な仕組みであり，令和５年度を目標と

して市内全ての公立小中学校，義務教育学校への導入を目指す事業でございます。

令和３年度は，研究推進校，モデル校１校を指定し，保護者，地域住民，学校長等を

委員としたコミュニティスクール推進委員会を設置して導入に向けた検討，準備を

行います。なお，研究推進校としては，新治学園義務教育学校を指定する予定でお

ります。続きまして，サイドブックスの６４ページをお願いします。指定文化財等

管理事業について，御説明いたします。平成３０年の文化財保護法の改正により，

文化財の保存や活用を総合的，計画的に推進するための枠組みが制度上位置づけら

れたことから，本市においても地域の文化財をまちづくりの核としてその継承に取

り組み，計画的な保存活用の促進や文化財の保護を行っていく事業でございます。

令和３年度の事業としましては，文化庁長官が認定する文化財保存活用地域計画の

策定に取り掛かります。また市指定文化財，郁文館の正門につきまして，自動火災

報知器を設置いたします。以上でございます。

○黒澤上高津貝塚副館長 ６５ページをお願いいたします。上高津貝塚ふるさと歴史の

広場の特別展，企画展事業でございます。当館では開館以来，考古資料から歴史を

探る展示を開催しております。令和３年度は，秋に第２４回企画展として，縄文を

楽しむを開催いたします。縄文土器は，その特異な造形から人々を引き付けてきま

した。芸術家などにも影響を与えてきており，近年ではアートとして楽しむ人も増

えています。この展示では，学問から離れた縄文時代の楽しみ方を紹介するととも

に，縄文土器を展示し，その造形を味わっていただければと思います。関連行事と

しまして，記念講演会や学芸員による講座などを予定しております。説明は以上で

ございます。
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○木塚博物館副館長 博物館です。６６ページをお願いします。重要資料公開推進事業

でございます。博物館では３月２０日から開催する第４２回特別展，東城寺と山ノ

荘，古代からのタイムカプセル未来へ，では茨城県指定文化財である東城寺経塚群

から出土した経筒が東京国立博物館から里帰りいたします。経筒を始めとし，歴史

の宝庫，東城寺と山ノ荘の歴史と民族を紹介いたします。次に，令和４年３月から

第４３回特別展，八田知家と名族常陸小田氏を開催いたします。本市を含む常陸の

国南部を支配していた小田氏ですが，その祖を八田知家と言います。４００年続い

た小田氏の歴史を紹介いたします。説明は以上でございます。

○根本スポーツ振興課長 スポーツ振興課です。６７ページをお願いします。新治運動

公園整備修繕事業でございます。１２月議会の事前委員会の際に報告させていただ

きましたが，今年度，多目的グラウンド人工芝整備手法等調査を実施いたしまして，

人工芝の整備に当たっては，従来どおり市の直接施工により整備することとなりま

した。つきましては，令和４年度に予定しております多目的グラウンドの人工芝整

備工事及び同公園内西側調整池内への駐車場増設工事に向け，令和３年度は実施設

計を行うものでございます。なお，供用開始は令和５年度を予定しております。以

上でございます。

○塚原委員長 ありがとうございます。委員の皆さん何か質問ございますか。

○鈴木委員 新治運動公園の人工芝化本当にありがとうございます。駐車場を増設して

いただくということなのですが，この場所に車が入ってくる進入路は，どっち方向か

ら入って来ることを想定して設計委託を出されるのか。

○根本スポーツ振興課長 現在のところ，現在の駐車場がありますけれども，そこから

テニスコートとこども広場の間を通りまして，造成地の方に向かうルートを考えて

おります。

○鈴木委員 テニスコートと芝生の広場の間はすれ違うだけの幅はありましたっけ。

○根本スポーツ振興課長 乗用車程度であればあります。そんなに広いと言う訳ではご

ざいませんので，利用者の安全等に考慮しまして事故のないような進入路を計画し

ていきたいと考えております。

○鈴木委員 当然，設計を委託する時にはその辺も含めて委託するのでしょうから，一

番今まで車が通っていない場所で，利用者が気を抜いて歩いてしまう場所だと思う

ので。その辺を設計する方に話していただいて，安全な設計をお願いしたいと思い

ます。

○根本スポーツ振興課長 ありがとうございます。今アドバイスをいただいた点を実施

設計に生かしていきたいと思います。

○塚原委員長 他にございますか。

○奥谷委員 サイドブックスの６４ページなんですけれども，新規の事業ということで，

指定文化財の管理事業とあります。来年度は，郁文館の正門に自動火災報知器を設

置するということが入っておりますけれど，現在市で管理をされている文化財で，

木造のもの何件ぐらいあるのかというのが，今分かれば教えていただきたいのです。
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また，現在の対策をどのようにしているのかというのを教えてください。

○中澤文化生涯学習課長 市で管理している文化財でございますが，郁文館の正門他，

土浦城の櫓門，西櫓，東櫓，霞門，高麗門とかの門になります。今回，郁文館の正門

に自動火災報知器を設置することにつきましては，経緯でございますけれども，沖

縄の首里城とかフランスのノートルダム大聖堂の火災を受けまして，消防庁とか文

化庁が文化財建造物における防火設備点検について全国の自治体に向けて，指導が

あったことによるものでございます。本市におきましても，土浦市消防本部の方の

立ち会いのもと文化財建造物の防火的なものの設備の点検などを行いまして，令和

３年度は郁文館の正門，一中の敷地に建ってございますので，そちらの防火設備を，

自動火災報知機を設置するということでございます。また，順次予算を獲得しまし

て火災報知機を設置していきたいと考えているところでございます。以上でござい

ます。

○奥谷委員 ありがとうございます。なるべく早めな設置が進むようによろしくお願い

いたします。

○福田委員 以前，文化財に関してなんですが，武者塚古墳出土物の展示台がありまし

たよね。あれは今どちらにあるんでしょうか。

○黒澤上高津貝塚副館長 武者塚古墳，重要文化財に指定されておりますけど，その資

料につきましては，上高津貝塚の方で保管しております。

○福田委員 以上です。

○目黒副委員長 ＧＩＧＡスクール構想についてなんですけれど，こちらの１人１台の

端末ということなんですけれど，現在不登校で学校に来れない生徒さんにもお貸し

することができるのか。もう１点が，特別支援学級に通級されてるお子さんに対し

ては，中の指導の内容とカリキュラム等は，今の時点でご検討されているのかお伺

いいたします。

○中山指導課長 指導課です。まず不登校の児童生徒に関しましての貸出ということで

ございますけれど，現在他のお子様達も含めて貸し出しにつきましては検討をしな

がら進めていきたいと考えております。現在のところ，全児童生徒に使い方などを

指導し，その後使い方がよくマスターしてから，例えば長期休業になった時に貸し

出しという形で進めていきたいと考えております。また，ご質問があった不登校の

児童生徒に関しましては，自宅での学びの補償という観点からも，こちらについて

も積極的に検討の方を進めていきたいと考えている次第でございます。それから，

特別支援のお子様に関してましてのご質問でございますけれど，発達障害のお子様

に関しましては，このデジタルツールなどは有効的な学習の方法だと考えておりま

す。ですので，１人１台のタブレットが導入したあかつきには，発達障害のお子様

に対しても丁寧に使い方を教えながら，これから社会に出て，自立して社会に参加

できるよう各学校においても教育を充実させていきたいと思います。説明は以上で

ございます。

○目黒副委員長 ありがとうございます。不登校，長期で休まれてる児童さんがこれを



13

使うことによって，通常であれば欠席扱いになるのが出席扱いというのも先々検討

されると思うんですが，それも含めて研究の方よろしくお願いいたします。あとも

う１点，コミュニティスクール導入の件なんですけれども，子ども会，保護者の方

ですね，地域住民とかの方で子ども会を解散するという地域もちらほら聞いており

まして。来年度，私の地域も解散するということでして，地域の関わり方というこ

ともまた今後変わってくるのかな，力が弱くなっちゃうのかなと思いますので，そ

れも頭に入れたうえでの構想なのか，お聞きかせ願います。

○中澤文化生涯学習課長 子ども会の解散は今年度，２，３件あったかと思います。子

ども会につきましては，市・子ども会育成連合会の方で把握してる状況でございま

して，少子化現象ということで，どうしても地区・町ごとに子どもが減少してきて

子ども会の運営がどうしてもままならないということで，解散の申し出があったよ

うなものでございます。こちらのコミュニティスクールのつきましては，各小中学

校において設置するものでして，令和３年から検討している内容には，保護者代表

とかや地域住民とかを交えて準備委員会を設置していく考えでございます。以上で

ございます。

○目黒副委員長 そうであったとしても，代表者の方が地域の人の意見をまとめるとな

ると子ども会があるところと，ないところでは，その方のいろいろ負担とかもかな

りでてくるのかなと思いますので，そういうところも含めて，ご検討のほどよろし

くお願いいたします。

○福田委員 ＧＩＧＡスクール構想の関連なんですが，いわゆる学習端末，これは対応

年数，いつ頃と考えておられるのでしょうか。

○中澤文化生涯学習課長 学習端末につきましては５年で更新ということで考えており

ます。

○福田委員 ５年後，全部交換という形ですか。

○中澤文化生涯学習課長 交換でございます。

○福田委員 了解です。

○矢口委員 先ほど目黒副委員長が説明された内容に関連することです。地域とともに

ある学校ということで，私も先ほどの話のとおり，子ども会，育成会が解散されて

いく傾向に非常に危惧を抱いております。以前，教育長に個人的にお話させていた

だいたことなんですが，地域の活力というか，地域デビューを若い方がするという

のは，お子様が小学校に入って，親御さんが育成会に入ってそこがスタートになる

んです，事実上。そのスタートとなる育成会がないということは，地域の活力が失

われる由々しき事態だと思います。ですから，今回のコミュニティスクールそのも

のには外れるかもしれませんけれど，ぜひ小学校の入学者説明会でですね，育成会

に入っていただけるように，きちんと土浦市教育委員会としての方針をだしていた

だきたいと強く思います。私の地域でも子どもも多少減ってますが，それ以上に，

育成会に入る構成率が非常にすごく下がっているんですね。私の町内，半分以下に

なっています。ですから，子ども会がやっている廃品回収もままならなくて，私た
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ちＯＢが手を貸す。そういう現実もあるので，教育委員会の方でぜひご検討いただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。

○塚原委員長 それは要望ですか。

○矢口委員 要望で結構です。

○鈴木委員 今，子ども会の話題になったんで，私も関係者の１人として非常にまずい

なと話を聞いていたのですが。子ども会がいくつか解散しているということなんで

すが，解散している理由というのは把握していれば，今教えて欲しいんです。例え

ば，人数の問題だったのか，事業の問題だったのか。

○中澤文化生涯学習課長 人数の問題というふうなことですべて上がってきております。

○鈴木委員 そうすると，例えばＡという地区の子ども会が解散した場合，隣のＢ，Ｃ

の地区にその子ども達が加入するというような解散の仕方だったのか，まるっきり

会員でなくなってしまったという解散の仕方だったのか。

○平井社会福祉課長 解散した子ども会につきましては，近隣の子ども会に入っていた

だくよう促しております。ただ，あくまでも保護者の意向的な部分がございまして，

入ってくれる方とそうでない方も若干いらっしゃるという状況でございます。

○鈴木委員 今，目黒副委員長から地区を聞いたんですけれど，私たち後から市子連に

入れてもらった新治の人間からすると，カルタ大会でもなんでも常に充実している

地区の，子ども会が無くなったというのは物凄いショックを受けたんですけれども。

今後，連合会組織は残ってくると思うんですけれど，さっき矢口委員が言った，構成

率を上げて，解散したところでも子ども会に入っていただけるような工夫を市子連

の内部で考えていかないと，非常に悪い言い方ですが，老人クラブと化している部分

がありますからね。市子連の今の上の方が。組織を若返りさせて，若い人達が自分達

の考えで出来るように組織づくりを変えていかないと，今後，市子連というのは先細

りしていくのかなと。ただ，カルタ大会にしても，ドッジボール大会にしても，廃品

回収事業にしても素晴らしい事業展開をしているというところもありますので，ぜ

ひ無くならないように市子連の幹部の人たちと話をして，より良い方向に進んでい

くようにお願いしたいと思います。これは要望です。

○下村委員 サイドブックスの５９ページで，上大津地区統合小学校整備事業について

少しお伺いしたいのですが，令和９年４月開校を目標ですよと説明がありました。６

年間空くんですけれど，毎年，整備事業のために準備をしていくことが考えられると

思うんですけれど，毎年８００万円ぐらいずつお金がかかってくるのでしょうか。こ

の辺をお伺いしたいんですけれども。

○藤井教育総務課長 教育総務課でございます。小学校建設につきましては，先ほどお

話させていただきました，用地が決定しておりませんので，用地の決定から入ってい

くことになります。用地の買収と建設費も加えますと何十億ということになってい

くこととなると思いますので，その都度予算を付けていくことになると思います。

○下村委員 ありがとうございます。毎年，お金はかかってくるというのがあたりまえ

なのかもしれないです。準備をしていかなくてはならないから。いろんな委員さんが
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いて，準備をする段階で必要な経費が当然発生してくるのは仕方がないのですけれ

ど，私が前から考えて意見を出させていただいてるのは，こういう準備に係る金額は，

準備は大切ですけれども，短期間でやっていければもうちょっと無駄が省けるのか

なと。用地買収というのが，地元の方のご理解をいただかないとできないと。ある程

度の用地買収の候補は挙がってるでしょうけど，その辺のご理解をいただかないと

進められないのは理解できますが，こういうふうに毎年毎年８００万円，毎年この金

額か知りませんが，ちょっと不明ですけども，もっと短縮してやれないのかなと感じ

るので，この後は要望になってしまうが，できるだけ速やかに統合校できることを祈

って，皆さんの努力をお願いしたいと思います。

○塚原委員長 ありがとうございます。それでは次，報告関係に移ります。補正予算の

専決処分の報告について。サイドブックスの文教厚生委員会，令和３年，２月２４

日に戻ってください。⑤補正予算の専決処分の報告についてというところになりま

す。

○中澤文化生涯学習課長 報告関係の１番，補正予算の専決処分の報告について，委員

会資料の⑤をご覧ください。御説明いたします。一中地区公民館エアコン更新工事

についてでございます。１月２７日に開催されました，臨時の文教厚生委員会で報

告させていただいたもので，一中地区公民館のチラーユニットが故障し，熱中症が

心配される夏までに工事を完了するため，専決処分により，補正措置を講じさせて

いただいたものです。事業の内容は，これまでの全館集中方式からパッケージエア

コンのタイプに設備を変更し，室内機１７台を設置するものです。入札は，一般競

争入札で３月１２日を予定しており，７月末までには工事を完了する予定でおりま

す。補正の額は，５項社会教育費，６目公民館費，１４節工事請負費について，２，

８０７万２，０００円を増額したものでして，全額を令和３年度に繰越をお願いす

るものです。説明は以上でございます。

○塚原委員長 ありがとうございます。この件に関して何か質問等はございますか。

（「なし」の声あり）

○塚原委員長 次に移ります。仮称校務支援システム５市共同利用公募型プロポーザル

の実施について執行部より説明お願いします。

○田中学務課長 学務課でございます。資料⑥をお開きください。仮称校務支援システ

ム５市共同利用公募型プロポーザルの実施について，ご説明いたします。近年，教

員の長時間労働が問題視され，働き方改革が進められております。このため，現在，

学校の教員が手書きで作成，又は作成にあたり重複している業務日誌や成績表，通

知表，各種名簿等のデータを電算化・一元管理し，日頃の学校務事務の軽減を図る

ため，令和４年１月から校務支援システムを導入する予定です。システム導入の効

果としましては，学校務事務の効率化により教員の負担を軽減することで，子ども

と向き合う時間がこれまで以上に増え，教育全体の質の向上が期待されます。シス

テムは，賃貸借契約とし，賃貸借期間は令和４年１月１日から令和８年１２月３１

日までの５年間の長期継続契約となります。スケジュールにつきましては，３の選
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定スケジュールをお願いします。令和３年５月上旬に公募を開始し，プロポーザル

形式の審査を経て，９月に契約を予定しております。現在，プロポーザルの仕様書，

実施要綱及び選定委員会設置要綱等につきましては，本市を始め，教科書採択が同

じである石岡市，かすみがうら市の外に牛久市，龍ケ崎市の近隣５市で協議・検討

を進めておりますので，詳細が決まりましたら，改めてご報告いたします。なお，

導入にあたっては，５市の共同利用とするため，共通のクラウド基盤を整備し，導

入や維持に係る経費の縮減を図るものです。説明は，以上でございます。

○塚原委員長 ありがとうございます。委員の皆さん質問等ありますか。

○鈴木委員 内容として，さっき日誌とかいくつかあげたんですけど，もう１度そこを

教えてもらってもよろしいですか。

○田中学務課長 例えば名簿情報を入力することによりましてですね，今まで名簿管理，

出席簿，成績表処理，通知票，学習記録とか様々な名簿情報を張り付けたり，手書

きで書いてたところが，１回で連動されて済むと。出欠情報についても，出席簿か

ら成績表，成績処置，通知票と自動的に入力の回数が，だいぶ縮減されて，転記等

もなくなりますので，ミスも少なくなると。教職員の人にとっては事務の負担が軽

減されるのではないかということで，導入の方を考えております。

○鈴木委員 入力業務自体は先生が行う訳ですか。

○田中学務課長 先生が行います。

○鈴木委員 そうするとどこで教員の負担が軽くなるのかというのが，理解しきれない

んですけれども。

○田中学務課長 今まで名簿管理にしても，出席簿にしても，成績表にしても，通知票

にしても，全部子ども達の名簿を，エクセルの表で転記してからとか，手書きして

いたのが，１度入力するだけで済んでしまうということです。通知票に関しても，

自動的に反映されますので，成績書類についてはこの成績だったけど，通知票につ

いてはこれ，学習記録にはこれとか，入力のミスがなくなって，連動されてくる。

そういうことで見返しの時間とかも減りますので，事務の軽減が図られると考えて

おります。

○鈴木委員 個人情報を一括管理，１件名簿入力しておけば，その子に対するデータが

全部揃えていくと。業務の効率化が図れるというのは，なんとなく理解はできたん

ですけれども，一番危惧するのは，通知票，成績，テストの記録とかね，そういった

ところが外部に流失する危険性を孕んでいるということですかね。

○田中学務課長 確かに５市の共通クラウド，基盤を作るにあたって，十分，事業者等

ともセキュリティー関係については，情報漏洩がないようにと注意を図っていきた

いと，これから協議してまいりたいと思います。

○鈴木委員 最後に指導課長の方に確認したいんですけども，事務サイドではこれで学

校現場は，先生の仕事は軽くなるだろうということで，考えていただいていると思

うんですけども，実際，先生方の業務として助かるものなのか，現場の考え方を確

認の意味で指導課長お願いします。
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○中山指導課長 鈴木委員のおっしゃるとおり，このシステムを導入していただいたあ

かつきには，各学校現場は業務の軽減につながると，私は捉えております。今，学

務課長からのお話があったとおり，入力作業が１回で済むのはもちろん，例えば，

各先生が生徒を指導した記録など，このお子さんの特徴など入力しておけば，それ

を基にその子に応じた指導を考える事ができるなど，そういったところから教員の

業務は軽減されるかなと。その軽減された分を，授業を作る時間にあてたり，ある

いは子ども達の教育相談の時間にあてたりと，しいては子ども達に還元されるであ

ろうと私は捉えております。

○下村委員 関連してなんですけれども，この校務支援システム５市共同利用公募型プ

ロポーザルの実施なんですけど，それぞれの市の負担割合はあるんですか。

○田中学務課長 それぞれの市までは負担割合をお聞きしてなくて申し訳ないですが，

大体５年間で，総額が５市で２億６，０００万円から７，０００万円，その内土浦

市が５年間で，７，０００万円の負担といった割合となっております。

○下村委員 こういった実践している参考事例はあるんですか。

○田中学務課長 茨城県では，大体半分の市町村が現在，この校務支援システムを入れ

て実施しております。参考までに全国的には６０パーセントの市町村が，平均とし

て導入しております。

○下村委員 ありがとうございます。そうすると遅いくらいなんだ，導入の仕方が。な

ぜ，そんなに遅くなってしまっているのか，いい事例があるのであれば，結果の話

だから仕方がないんだけれど，よりよいものは参考にできるわけですよね。プロポ

ーザルだということで，そういう業者選定はですね，全国展開でいっぱい提案をさ

れてきてる業者さんがあるんだろうと思うんですね。そうすると何社ぐらい入って

くるか分からないんですね，プロポーザル。

○田中学務課長 すみません，現時点では何社くるか把握しておりません。

○下村委員 分かりました。より良いものを目指して，採用していくというのが大切で

しょうから。先生達の負担というのは，確かに先ほど鈴木委員もおっしゃってまし

たけれど，先生達は学校から帰っていない，夜遅くまで頑張ってらっしゃる。これ

は大変なことですよ。働く環境を良くしてあげるっていうのが大切です。早めにや

っていただきかったですけれども，より良いものを採用してください。以上です。

ありがとうございます。

○矢口委員 確認です。今回の導入，５市での共通のクラウド基盤を整備。これはあく

までも，５市共通のクラウド基盤でお互いに情報を閲覧できるという訳ではなくて，

コスト面のメリットで５市共同という，そういう理解でよろしいでしょうか。

○田中学務課長 矢口委員のおっしゃるとおりでございます。

○奥谷委員 ５市でやられるということですけれども，この５市以外の近隣のところの

整備状況が，土浦と状況が違うのかどうなのか。色んなところで，色んな仕様が動

いているのもまた，先生も異動された先々で不安になったりすると思うんですが。

この５市だけでシステムを入れるのはいいと思いますが，近隣とのバランスはどの
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ようになっているのでしょうか。

○田中学務課長 近隣でいいますと，同じ県南ですと取手市さん。こちらの方はほぼ１

００パーセント入っております。近隣ではないのですが，水戸，日立も入っており

ます。本来ですと，茨城県が共通のこういうものを入れてくださいと旗を振り下ろ

してくれると，例えば，土浦，石岡，かすみがうら，龍ケ崎，牛久から異動も同じシ

ステムなので，使い方が同じなんですが，どうしても導入に差がありますので，各

自治体によって差が。差という差ではないですが，仕様が変わって内容がちょっと

変わっているのが現状でございます。

○奥谷委員 今言われたとおり，県で統一して動くべき話じゃないのかと，そもそも思

ったんですけれど。そういう事情があって，それぞれスタートが違ったり考え方が

違ったりといったところで，仕様が若干違うという。そういう認識でよろしいんで

すね。

○田中学務課長 奥谷委員のおっしゃる通りでございます。

○奥谷委員 現場の先生方の負担にならないようにという形で，これを入れるのであれ

ば，その辺もうまく精査しながら。なかなか仕様を合わせるのは難しいと思うんで

すけれども，先生方の負担を軽くするような方向で進めていただきたいと思います。

以上です。

○塚原委員長 私から１点いいですか。実際，今土浦市でいくと金ロムというのがある

んですね。これと同じ校務支援システムではないんですけれど。金ロムというのが

あって，１つ入れるとそのまま全部データが吸い込まれるというの，土浦市さんは

ほとんどの学校が使っているんです。１番問題なのが，選定していただく時に，ア

フターフォローというか，トラブルがあった時にどれだけ早く学校に来ていただけ

るか，もしくは修理していただけるかというのが非常に重要になってくると思うん

です。毎回入れておけば，トラブルにあった時，比較的すぐわかると思うんですけ

れど，ぎりぎりになった時に，入れ始まってトラブルになると，先生方大変なこと

になると思うので。この選定をする時は，必ず何かトラブルがあった時にすぐアフ

ターフォローとしてやっていただけるメーカーさんも選定に入れていただけると，

先生方も安心なんじゃないかなと。実際，１月１日というのも来年度の４月１日か

ら使い始める形になるんですかね。

○田中学務課長 現在，５市でプロポーザルの要綱なり，選定委員の方を作っておりま

す。どうしても４月１日からというのは厳しいので，契約が９月ですので導入は１

月からになってございます。

○塚原委員長 分かりました。そのアフターフォローの方だけしっかりした会社を選ん

でいただけるようによろしくお願いいたします。みなさん他によろしいですか。

（「なし」の声あり）

○塚原委員長 それでは次に移ります。

○田中学務課長 学務課でございます。資料⑦の学校給食における異物（金属片）の混

入についてお願いいたします。既に文教厚生委員会の委員の皆様方には，２月１２
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日付けで土浦第一中学校において発生しました，学校給食における異物（金属片）

混入について，同日付けで通知し，電話でご報告させていただいたところでござい

ます。当該生徒の保護者へは，学校給食で生徒がハンバーグを箸で割ったところ，

異物，金属片混入があったことを説明し，大変ご迷惑，ご心配をおかけしたことを

当日謝罪いたしました。また，当該学校の全保護者に対しても異物混入があったこ

とを，当日通知いたしました。現在，ハンバーグの製造工場において混入経路につ

いての原因は不明であり，引き続き調査が行われているところでございます。今後，

製造工場を管轄する保健所，製造工場が新潟県長岡市になるため長岡保健所になる

のですが，原因究明のための調査が実施されます。調査結果が分かり次第，ご報告

いたします。説明は，以上でございます。

○塚原委員長 ありがとうございます。委員の皆さん質問等ありますか。

（「なし」の声あり）

○塚原委員長 それでは次に移ります。システムの方では⑧になります。（４）宿泊体験

学習事業成果報告について執行部より説明お願いします。

○中山指導課長 指導課でございます。それでは，資料⑧宿泊体験学習事業成果報告に

ついてをお開きください。それでは，資料を基に御説明させていただきます。大き

な１番の事業開始の経緯についてでございます。平成１６年２月に文部科学省の豊

かな体験活動推進事業の一環で長期宿泊体験推進校の指定を受けまして，２年間，

平成１６年度，平成１７年度の委託事業としまして，都和中学校が実施いたしまし

た。その後平成１８年度から，宿泊体験学習事業としまして市独自の予算を確保し

て，市内全中学校で実施したのが始まりでございます。３番の内容につきましてで

すが，中学校，義務教育学校後期課程７年生に茨城県中央青年の家で，４泊５日で

事業を実施いたしまして，具体的な内容としましては，学校での学習，宿泊施設で

の体験を組み合わせながら，授業を実施しまして，宿泊施設からバスで学校に戻り，

通常の授業も実施したという内容でございます。主な内容としましては，例として

表のとおりとなります。大きな４番の事業の総括につきましてです。本事業は，市

独自の事業として，市の予算を計上しまして１４年間継続して実施をいたしました。

その間，様々な体験活動を通しまして，生徒の集団における自己の役割と，集団に

対する協力，責任等の認識を深め，自ら考え，判断し，見通しを持った行動がとれ

る生徒が育ってきたと考えております。一方で様々な課題も見えてきております。

１つ目は，教職員の時間外勤務時間の増加でございます。２つ目は，教育課程にお

きまして，適切な位置付けができていない時間があるということでございます。そ

して３つ目におきましては，生徒や保護者の負担が増加しているということでござ

います。また，資料には記載してございませんが，宿泊施設の老朽化。こちらに関

しましては，施設の充実したホテルなどを利用する教育活動が最近多くなってきた

ということもあげられます。また，児童生徒や家族のライフスタイルの変化に伴い

まして，子ども達が家庭で個室を与えられ，集団生活になじめない生徒が増えてき

たということ。また，家庭や地域での体験生活が充実しているなどから，学校独自
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に集団で体験活動を行う必要性が若干薄れて来たというのがあげられます。そんな

なか大きな５番目ですけれど，令和２年度の取組に付きましてですが，今年度は２

泊３日で実施する計画に変更したところでございます。しかしながら，新型コロナ

ウイル感染症の拡大により，５月に実施予定の２校が中止となり，さらに７月以降

に実施予定であった残り６校につきましても，感染拡大防止のために中止となった

ところでございます。大きな６番の今後の取組についてでございますけれども，宿

泊を伴わない体験学習でも，生徒の集団における自己の役割と集団に対する協力，

責任などの認識を深め，自ら考え，判断，見通しを持った行動がとれる生徒の育成

が可能であると判断しました。そして，授業内容を見直すことにより，先ほどの課

題等も改善されるのではないかと考えられます。以上のようなことから，令和３年

度以降はそれぞれの学校や地域の特色に応じて，様々な体験を取り入れた教育活動

を，学校独自に計画して取り組んで行く。このような体験学習を継続していくこと

としたいと思います。説明は以上でございます。

○塚原委員長 ありがとうございます。委員の皆さん質問等ありますか。

○下村委員 今後の取組の６番のところで，令和３年度以降はそれぞれの学校や地域の

特色に応じて，様々な体験を取り入れた教育活動を，学校独自に計画して取り組ん

で行く。教育委員会としては，指導というのはどこら辺を考えていくのですか。

○中山指導課長 教育委員会としましては，各学校の計画が上がってきまして，そこで

フォロー，指導，助言できるようにしていきたいと考えております。

○下村委員 そうしますと，今度は宿泊を伴わないとあるから，それぞれの学校に預け

ますよ，それぞれの学校で考えてくださいという意味合いの話なんですけれども，

何か１つ教育委員会として，これはやってほしいなということはお考えではないで

すか。

○中山指導課長 教育委員会としましても，例えば文部科学省の学習指導要領の中で記

載されている特別活動の中で，心豊かにする体験活動を重視させるとか，そういっ

たものを各学校に指導，助言しながら委員会としても何かできることはないか今後

も検討しながら，この体験活動の継続について各学校を支援していきたいと考えて

おります。以上でございます。

○塚原委員長 ありがとうございます。他によろしいですか。

（「なし」の声あり）

○塚原委員長 それでは次に移ります。その他に移ります。（１）身近ないきものイラス

ト展の開催について執行部より説明お願いします。

○大貫図書館長 図書館でございます。市民ギャラリー・図書館連携企画，身近ないき

ものイラスト展の開催について御説明いたします。別紙にお配りしましたピンク色

のチラシをご覧ください。この企画は，アルカス土浦に併設される市民ギャラリー，

市立図書館，両施設の特性を活かした文化プロジェクトの第２弾として開催するも

のです。今回の企画は身近ないきものをテーマといたしまして，庭に訪れる野鳥や

公園の草むらにひそむ昆虫，路地で寝転ぶ猫など，私たちの生活の身近にいて，心
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をなごませてくれるいきものたちをイラストで紹介するものです。市民ギャラリー

では，野鳥の暮らしぶりなど，土浦里山などをフィールドワークとして描いた絵本

作家，大田黒摩利さん，昆虫や植物などの細密画家，詳細な作品を作っておられま

す本田尚子さん，猫などを描いたチョークアーティストの RIKAさん，３人の作家
さんの作品の展覧会を開催いたします。なお，３人はいずれも茨城県内在住の作家

さんとなります。また，図書館では，関連イベントとして，４月１０日に大田黒さ

んによる講演会，かがく絵本をつくる。４月２４日，２５日の２日間，RIKAさんに
よる色鮮やかなチョークアート作品の公開制作といたしまして，２日間で１つの作

品を完成させていただくライブアートパフォーマンス，キャットの晩餐を開催いた

します。また，３人のイラストが掲載されている本を含む，関連図書コーナーを期

間限定で設置いたします。企画展の会期は，３月２０日土曜日から５月５日水曜日

までとなります。現在，コロナ禍のなか，旅行や観光，遠方への外出が難しい状況

が続いておりますが，自宅の近くなど身近なところにも自然やいきものなど楽しめ

ることがあることを，皆様に再発見していただければという想いを込めた企画とな

りますので，委員の皆様もぜひご来場いただきますよう，よろしくお願いいたしま

す。説明は以上となります。

○塚原委員長 ありがとうございます。委員の皆さん質問等ありますか。

（「なし」の声あり）

○塚原委員長 それでは次に移ります。第４２回特別展，東城寺と山ノ荘，古代からの

タイムカプセル，未来への開催について執行部より説明お願いします。

○木塚博物館副館長 博物館です。こちらのチラシをご覧ください。黒と赤のチラシで

ございます。博物館では３月２０日土曜日から５月５日水曜日，第４２回特別展，

東城寺と山ノ荘，古代からのタイムカプセル，未来へを開催いたします。当発見か

ら１３０年目を迎える東城寺経塚群は，関東で最も古い経塚群のひとつです。東京

国立博物館の和田千吉により，日本初となる経塚の学術調査がなされた，記念すべ

き史跡です。本展覧会では，東京国立博物館から東城寺経塚資料が里帰りいたしま

す。この経筒の展示を中心にして，山寺である東城寺の歴史と里宮である日枝神社

の祭礼をお見せし，山ノ荘一帯が歴史の宝庫であることを御紹介いたします。記念

行事として，チラシの裏面，赤いところにあるように講演会などを企画しておりま

す。説明は以上です。

○塚原委員長 ありがとうございます。委員の皆さん質問等ありますか。

（「なし」の声あり）

○塚原委員長 それでは次に移ります。テーマ展，土浦の遺跡２６，記念物１００年

展参加事業，発掘された土浦の歴史，平成３０・令和元年度遺跡調査の成果の開催

について執行部より説明お願いします。

○黒澤上高津貝塚副館長 上高津貝塚ふるさと歴史の広場のテーマ展でございます。お

手元の青いチラシをご覧いただきたいと思います。３月２０日から５月５日にかけ

まして土浦の遺跡２６，記念物１００年展参加事業，発掘された土浦の歴史，平成
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３０・令和元年度遺跡調査の成果と題し，発掘調査された３遺跡の成果について展

示を行います。併せて，文化庁の文化財保護制度が施行されて１００年を記念した

文化庁の企画，記念物百年事業に参加し，全国の史跡などのパネル展示を行います。

関連事業といたしまして，学芸員による調査遺跡の発表会を予定しております。説

明は以上でございます。

○塚原委員長 ありがとうございます。私から１点。日にちがみんな一緒に開催されて

いますので，スタンプラリーとかはあまり考えてないんですか。

○木塚博物館副館長 今回は，計画しておりません。昨年は土浦城という共通のテーマ

があったものですから，３館でスタンプラリー実施させていただきましたけども，

今回は，日にちは一緒なんですけれども，テーマは様々なご興味がある方がいらっ

しゃることもありまして別々ですから，連携はいたしますけど，スタンプラリーは

準備しておりません。

○塚原委員長 ありがとうございます。他にございますか。

（「なし」の声あり）

○塚原委員長 以上で提出された資料の説明は，終了いたしました。その他何かござい

ますか。

○中澤文化生涯学習課長 資料はございませんが，成人式についてご報告させていただ

きます。新型コロナウイルス感染拡大により，延期になっております令和３年土浦

市成人式については，令和３年９月１９日，日曜日に開催することといたしました。

開催日決定の経緯ですが，新成人からなる成人式運営委員会の代表者とウェブ会議

を２月１８日行い，決定したものです。また，開催方式につきましては，８中学校

地区を半分ずつに分け，２部制で行うことといたしました。この内容は，３月１日

月曜日に予定しております，市長記者会見で発表を予定しておりますので，よろし

くお願いいたします。以上でございます。

○鈴木委員 成人式については，日にちが決まったということでいいんですが，今年度

中に例えば，市長の方から新成人の皆さんに対して，おめでとうのメッセージなど

を配信するとか発送するとか，そのような発想は今までなかったですかね。

○中澤文化生涯学習課長 検討の案としてはあったのですが，それを流してしまうと成

人式がそれで終わったのかなと勘違いされてしまう部分もあるのかなということで，

まずは新成人が一番，今早く知りたいことは何かということで，それは何時開催す

るかということでしたので，成人式の日程を早めに決めたかったということで。ま

ずは，開催日を公開するということを考えております。

○鈴木委員 日程の通知の仕方っていうのは郵送ですか。

○中澤文化生涯学習課長 まずは市長記者会見の後に，市のホームページとか市の広報

紙とか手段を講じてお知らせするとともに，新成人につきましては，市のホームペ

ージで日程が決まり次第お知らせしますと記載してございます。新成人の式典の案

内状は，もうちょっと先になるかと思いますけど，郵送で行う予定でおります。

○鈴木委員 実際，私の子どもも新成人だったんですが，友達関係何人かに聞いたとこ
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ろ，成人式ができなかったというのは，今のコロナの状況で仕方がない。ただ，二

十歳になった子ども達におめでとうの１つも言ってもらっていない，今度の市長は

なんなんだという声もはっきり言ってあります。せめてメッセージくらいは発信し

た方がいいんじゃないんですかということ。９月１９日に決めても，その時点でコ

ロナどうなるか分からないんだから，一度，それは早めに今年度中に発信した方が

いいと思います。

○中澤文化生涯学習課長 ３月１日の記者会見とかで，ＪＣＯＭでも流れますので，そ

の辺も考慮いたしまして，進めていきたいと思います。

○鈴木委員 文教厚生委員会鈴木がこういうふうに言ってました，と市長に報告してく

ださい。

○塚原委員長 すみません，２点。さっき３月１日といったんですか，記者会見。

○中澤文化生涯学習課長 ３月１日月曜日に予定しております，市長記者会見でござい

ます。

○塚原委員長 もう１点なんですけれども，こないだ部長ともお話したんですが，今度

は，延期はないと思うんですよね，この９月１９日以降の。ある程度指標として７

月３１日の地点とか，日にちは設定の仕方はあるかと思うんですけれども，コロナ

で仮に今，１万人当たり，１．５とか色々ありますよね。その指標があった時には，

仮に８月とかですよね，８月に入っちゃうと着付けだったり，美容の問題だったり

と遅くなると思うので，中止にする指標はある程度決めておいた方がいいと思うん

です。でないと，そこになってからまたやるのかやらないのかの話になるのであれ

ば，７月３１日の時点でコロナの陽性率が１．５になったもしくは茨城県でステー

ジ３になった場合には中止にしますとか，ある程度指標としておいておいた方がい

いのかなと思うので，検討していただきたいと思います。

○中澤文化生涯学習課長 やはり大きな１つの基準は，県の緊急事態宣言ということに

なるかと思います。延長の延長はないと担当課の方でも考えておりまして，最悪の

場合にはウェブの式典でも致し方がないというところで，一部の委員ですけれども

ネット上で公開してもしょうがないという意見もございました。けれど，皆さんは

出来るだけ早くやりたいけれど，安心してできるのは暖かくなって，国のワクチン

接種がある程度進んできて，高齢者が大体終わる頃と考えると９月頃かなというと

ころで，意見が相対的にまとまったということでございます。色々とご意見あると

思いますが，反応を考えて進めていきたいなと思っております。

○塚原委員長 インターネットでやるのは１９日にできないという場合。式典自体の中

止というのは，ある程度２か月くらい前には言わないと。呉服関係とか，着付けを

する美容室とか私のところにすごいいっぱい来てまして，結果的に１週間前，２週

間前に中止と言われましても，前回の中止で相当お金を負担しているんですよね。

その，美容関係とか呉服屋関係さんというのは。インターネット関係でやるのは，

もしも中止の場合ではいいと思うんですけれども，事前に式典を中止というのは，

ある程度指標を決めていつまでというのは，さっきの緊急事態宣言だったら緊急事
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態宣言でいいんですけれども，その辺を明確にしておいた方がよろしいのじゃない

かと思います。

○中澤文化生涯学習課長 分かりました。

○塚原委員長 よろしくお願いします。

○田中学務課長 学務課でございます。新治幼稚園の閉園式につきましてご報告させて

いただきます。特に資料は用意してございません。土浦市立幼稚園再編計画により，

新治幼稚園は今年度，令和３年３月３１日をもって閉園となります。閉園に伴い，

３月１９日金曜日に閉園式を行うものでございます。時間に付きましては，卒園式

終了後の午前１０時からを予定しております。なお，現在のコロナ禍の状況から，

来賓の方々などのご出席は遠慮していただき，園児とその保護者及び教職員のみで

閉園式を執り行う予定でございます。報告は，以上でございます。

○塚原委員長 ありがとうございます。委員の皆さん質問等ありますか。

（「なし」の声あり）

○塚原委員長 その他，委員の方から何かございますか。

○下村委員 私からはお伺いしたいんですけれども，小中学校３５人学級について，土

浦市の体制，例えば施行になったら準備はできますかとか，教員の確保だとか，色々

な意味で準備できているのかどうかというのをお伺いしたいのですけれども。

○菊地参事 ３５人学級については，茨城方式といいまして，現在でも小学校２年生に

ついては３５人学級を実施している状況です。来年度以降，定数を是正していくと

いうことについては，この後文章が来るらしいですけれども，実際には，来年度の

小学校２年生が３５人学級になると学級数が増えるという学校は，２校しかありま

せん。それは茨城方式で，すでに増える体で，人が入っておりますし，教室もござ

います。その次の年についても今のところの試算だとやはり２校だけ。実際には３

５人学級が実現して，学級が急増する訳ではなくて，毎年微増する状況で行くんで

はないかという読みがあります。職員についても再任用者，採用者の増加等で，そ

の配置については，恐らくそんなに困った状況にはならないのではないか，あるい

は教室についてもいきなり何学級も必要になるケースは考えにくいということで，

長期的には必要になるかもしれないですが，直近としてはとりあえず大丈夫だと思

います。以上です。

○下村委員 ありがとうございます。少人数学級だということを，前回委員会でも話し

合いがありましたので，３０人なんて話がありましたけれど，３５人と政府の方で

考えていると。実施する訳ですから，子ども達のために，滞りなくしていただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。もう１点，先ほど学校給食材料に異物

が入っていたという話なんですけれど，わざと言わなかったんですけれど，前から

学校給食センターの新設の時から，話が委員会にも出てたし，皆さん思うことでし

ょうけれども，地場産のものをできるだけ多く使ってくださいという要望があった

と思うんです。これは色々な所から仕入れをしなければいけない現状，現状はそう

いうことなんでしょうけれども，聞いていたら新潟県だと，調査に行くのだってで
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きない遠い所で，仕入先の問題も地場産にしていくことを考えてほしいとプラスア

ルファ。少しでも気持ちを地場産の方に切り替えていく。だんだん積み重ねていく

うちに地場産に，どうしてもできないものもあるでしょうけれど，そういった努力

をしていただきたいと思うんです。つい最近，常陸太田市でしたっけ，どこか給食

センターができたのは。そこの市長さんもできるだけ地場産を使うんだよという報

道がされてましたけれど，できるだけと入っていたかは忘れましたけれど，やはり

地域振興のためにも地場産を使っていただきたいと強く要望させていただきたいと

思います。もう１つ異物の問題については，相手任せなのかもしれないけれども，

作ったメーカーさんが悪いのか分かりませんけれども，入っていたのは事実なので，

厳しく納入業者あるいはは製造業者に対処していただきたいと思います。

○塚原委員長 他にありますか。

○中澤文化生涯学習課長 主要事業の指定文化財等管理事業で，奥谷議員より自動火災

報知器の設置について他にも設置してほしいとのご意見がありましたが，県指定史

跡の土浦城の櫓門と西櫓についても自動火災報知器を設置する予定でございます。

事業が異なることから本事業には載せていないものでして，訂正させていただけれ

ばと思います。よろしくお願いいたします。

○塚原委員長 ありがとうございました。なければ教育委員会は終了いたします。お疲

れ様でした。暫時休憩します。休憩後，保健福祉部を行います。再開は，１３時とし

ます。

【休憩】

（午後１時００分再開）

○塚原委員長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。保健福祉部を行います。協議

及び報告事項に入ります。サイドブックスの準備はよろしいでしょうか。まず，議

案関係（１）土浦市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部改正案について説明お願いします。

○水田高齢福祉課長 高齢福祉課でございます。今回高齢福祉課，条例改正５本提出さ

せていただいておりまして，順次御説明を申し上げます。始めに資料１をお願いい

たします。土浦市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部改正案でございます。国が定める基準であります，指定居宅

サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が本

年１月２５日に改正，公布されましたことから，改正された内容に基づきまして本

条例の一部を改正するものです。改正の内容でございますが，（１）のとおり，虐待

防止のための措置の義務化，感染症の予防等のための措置の義務化や会議における

テレビ電話装置等の活用など新たな規定を追加した外，（２）にありますとおり，３

つのサービスに係る個別の人員等の基準の改正を行うものでございます。この条例

の施行日につきましては，令和３年４月１日としまして，経過措置として，２の（１）

①～④及び（２）③の項目につきましては，令和６年３月３１日までは，努力規定

とするものです。説明は以上でございます。
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○塚原委員長 ありがとうございます。委員の皆さん質問等ありますか。

（「なし」の声あり）

○塚原委員長 それでは次に移ります。土浦市指定地域密着型介護予防サービスの事業

の人員，設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正案について，説明お

願いします。

○水田高齢福祉課長 続きまして資料２をお願いします。土浦市指定地域密着型介護予

防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正案

でございます。こちらにつきましても，先ほどの条例改正で申しましたとおり，国

が定める基準であります，指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関す

る基準等の一部を改正する省令が本年１月２５日に改正，公布されましたことから，

改正された内容に基づきに本条例の一部を改正するものです。改正の内容でござい

ますが，先ほどと同様に，虐待防止のための措置の義務化，感染症の予防等のため

の措置の義務化や会議におけるテレビ電話装置等の活用など新たな規定を追加した

外，（２）のとおり，２つのサービスに係る個別の人員等の基準の改正を行うもので

ございます。なお，この条例の施行日は，令和３年４月１日とし，経過措置として，

２の（１）①～④については，令和６年３月３１日までは，努力規定とするもので

ございます。説明は以上でございます。

○塚原委員長 ありがとうございます。委員の皆さん質問等ありますか。

（「なし」の声あり）

○塚原委員長 それでは次に移ります。資料３土浦市指定介護予防支援等の事業の人員

及び運営並びに指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準等を定める条例の一部改正案についてお願いします。

○水田高齢福祉課長 続きまして資料３をお願いします。土浦市指定介護予防支援等の

事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準等を定める条例の一部改正案でございます。こちらも，先ほど

申し上げました，国が定める基準である省令が本年１月２５日に改正，公布された

ことから，改正された内容に基づき本条例の一部を改正するものです。改正の内容

でございますが，先ほどと同様に，虐待防止のための措置，感染症の予防等のため

の措置など新たな規定を追加した外，会議におけるテレビ電話装置等の活用など運

営基準の改正を行うものでございます。なお，この条例の施行日につきましては，

令和３年４月１日とし，経過措置として，２の（１）①～③については，令和６年３

月３１日までは，努力規定とするものです。説明は以上でございます。

○塚原委員長 ありがとうございます。委員の皆さん質問等ありますか。

（「なし」の声あり）

○塚原委員長 それでは次に移ります。次のページをお願いします，資料４です。土浦

市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改
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正案について執行部より説明お願いします。

○水田高齢福祉課長 資料４をお願いします。土浦市指定居宅介護支援等の事業の人員

及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正案についてでございます。こちら

も，先ほど御説明申し上げました条例改正と同様に，国が定める基準であります省

令が本年１月２５日に改正，公布されたことから，改正された内容に基づいて条例

を改正するものでございます。改正の内容でございますが，虐待防止のための措置，

感染症の予防等のための措置など新たな規定を追加した外，会議におけるテレビ電

話装置等の活用など運営基準の改正を行うものでございます。なお，こちらの条例

につきましても施行日は，令和３年４月１日とし，２の（１）⑥については，令和３

年１０月１日から，また，経過措置として２の（１）①～③については，令和６年３

月３１日までは，努力規定とするものです。説明は以上でございます。

○塚原委員長 ありがとうございます。委員の皆さん質問等ありますか。

（「なし」の声あり）

○塚原委員長 それでは次に移ります。（５）土浦市介護保険条例の一部改正案について

お願いします。

○水田高齢福祉課長 高齢福祉課でございます。資料５をお願いします。土浦市介護保

険条例の一部改正案でございます。介護保険事業については，介護保険法の規定に

よりまして３年ごとに介護保険事業計画を定めており，令和３年度から令和５年度

までの第８次計画に基づいて介護保険料を決定しているところでございます。今回

介護保険料を改定することに伴いまして，土浦市介護保険条例の一部を改正するも

のでございます。主な改正内容は，６５歳以上の第１号被保険の介護保険料の改定

で，第７次計画との変更点は，被保険者の負担能力に応じたきめ細かい保険料の設

定とするため，所得段階を１１段階から１３段階とするものでございます。金額で

申し上げますと，基準は第５段階となりまして，現在の計画では表の右側，年額の

６万７，２００円，月額にしますと５，６００円の基準を第８次，令和３年度から

令和５年度までの３年間の新保険料の基準額を表の左側の同じく第５段階，年額６

万９，６００円，月額にしますと５，８００円とするものでございまして，年額で

は２，４００円，月額では２００円の増とするものでございます。この介護保険料

算定につきましては，過去の介護保険の給付実績による自然推計によるものの外，

施設整備等の見込みなどを国が作成しました，介護保険料の算定システム，見える

化システムに介護給付費などの数値を入力することによりまして，令和３年度から

令和５年度までの３年間の介護保険料を算定しているものでございます。今回，介

護保険料が増額となる主な要因としては，介護保険料利用者の増加，介護保険報酬

の改定によりまして，事業者に支払われる介護報酬が０．７パーセント増額された

ことにより，介護保険事業にかかる総事業費が増加していることによるものでござ

います。次のページをお願いいたします。３番ではこれまでの経緯としまして，介

護保険制度が始まりました平成１２年度からの変遷をお知らせしてるところでござ

います。なお，この条例の施行日は，令和３年４月１日とするものでございます。
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説明につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。

○塚原委員長 ありがとうございます。委員の皆さん質問等ありますか。

（「なし」の声あり）

○塚原委員長 それでは次に移ります。（６）土浦市こどもランド条例の制定案について

執行部より説明お願いいたしします。

○中川こども相談課長 こども相談課です。よろしくお願いいたします。資料６をお願

いいたします。土浦市こどもランド条例の制定案について，御説明さしあげます。

制定の理由につきましては，午前中に教育委員会からも御説明がありましたとおり，

令和３年度の機構改革に伴い，教育委員会文化生涯学習課所管のこどもランドがこ

ども未来部保育課に所管替えとなるため，新たに土浦市こどもランド条例を制定す

るものです。条例の内容でございますが，こどもランドの設置管理について定める

もので，全１２条からなるものです。１条は条例の趣旨，２条は設置目的，設置場

所について，３条はこどもランドについての事業，第４条～第５条は休館日と開館

時間について定めております。休館日につきましては，現在，月曜日が休館日とな

っておりますが，４月からは月曜日も開館し，祝休日と年末年始のみを休館とする

ことといたします。また，これに伴いまして，土浦市青少年センター条例他，関連

条例の文言を加除し修正いたします。本条例の施行日は，令和３年４月１日からと

いたします。説明は以上でございます。

○塚原委員長 ありがとうございます。委員の皆さん質問等ありますか。

（「なし」の声あり）

○塚原委員長 それでは次に移ります。（７）新型コロナウイルスワクチン接種体制確保

事業，新型コロナウイルスワクチン接種事業の補正予算案について執行部より説明

お願いします。

○羽成健康増進課長 健康増進課です。よろしくお願いいたします。令和２年度土浦市

一般会計補正予算第１５回案について，新型コロナウイルスワクチン接種体制確保

事業，新型コロナウイルスワクチン接種事業について御説明いたします。補正の理

由は，新型コロナウイルス感染症に係る予防接種は，新型コロナウイルス感染症に

よる重症者や死亡者の発生を減らし，新型コロナウイルス感染症の蔓延の防止を図

ることを目的に，予防接種法に基づく臨時接種を実施いたします。つきましては，

迅速かつ安全に予防接種を開始できるよう，必要な体制の確保と接種に係る費用に

ついて，予算の補正をお願いするものでございます。２番の事業概要についてご説

明いたします。（１）新型コロナウイルスワクチン接種事業。接種につきましては，

個別接種や集団接種でのワクチン接種に関わる医師，看護師等を配置しワクチン接

種を実施いたしたいと考えております。財源つきましては，新型コロナウイルスワ

クチン接種対策費国庫負担金，補助率１０分の１０を活用します。支出の主なもの

は，市民の方のワクチン接種の接種料が主なものとなります。また，集団接種の際

の医師，看護師，薬剤師等の報酬費が主なものとなります。対象者は，１６歳以上

の市民１２万５，０００人を見込んで算定しております。次に（２）新型コロナウ
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イルスワクチン接種体制確保事業について御説明します。迅速かつ安全に予防接種

を開始するため，ワクチン接種を個別接種や集団接種で実施するため，必要な物品

等を備え実施いたしたいと考えております。財源については，新型コロナウイルス

接種体制確保事業国庫補助金，補助率１０分の１０を活用いたします。支出の方は，

市民の方のワクチン接種に必要な衛生用品の購入や，集団接種会場及び医療機関で

の感染防止に必要な衛生用品の購入。また，接種に必要な接種券の郵送料が主なも

のになっております。また，市内の協力医療機関７０へのワクチン発送の委託を考

えておりますので，その委託料も含まれております。（３）その他といたしましては，

令和２年度執行額を除き，繰り越しいたしたいと考えております。補正予算額につ

きましては，新型コロナウイルスワクチン接種事業の補正予算額，５億４，４１９

万１，０００円，新型コロナウイルス接種体制確保事業の補正予算額，２億３，３

１４万円，合計７億７，７３３万１，０００円をお願いするものでございます。説

明は以上でございます。

○塚原委員長 ありがとうございます。委員の皆さん質問等ありますか。

○下村委員 少し確認お願いしたいんですけれども，委託料というところの説明で，ワ

クチンの運搬等という説明だったと思いますけども，ワクチンの運搬というのは，

資格とかそういうのは要らないんですか。

○羽成健康増進課長 国から来る搬送につきましては，国の指定の運送業者が基幹の施

設の方に来ます。その基幹の施設から，各協力医療機関に搬送するものにつきまし

ては，特に資格等が必要だっていうようなＱ＆Ａ，国から示されているものはござ

いません。今考えているのは，市の職員若しくは搬送業者の入札を考えております。

○下村委員 ありがとうございます。だんだんワクチンの運搬の仕方で，例えばバイク

は駄目ですよなんて言ってたんだけれども，運搬の仕方が変わるわけではないけれ

ども，冷凍温度というのかな，マイナス７５度だっけ，これが今度１５度とかなん

かでもいいんだよ保管が，とか変わってきているみたいなので，この辺の扱いを丁

寧に扱ってもらえるように指導はしていただけると思うんですけれども，業者の選

定については，しっかりと安心できるところ。よろしくお願いしたいと思います。

○塚原委員長 他にございますか。

（「なし」の声あり）

○塚原委員長 （８）総合福祉会館感染症予防対策事業，新型コロナウイルス感染症対

策事業の補正予算案について執行部より説明お願いします。

○平井社会福祉課長 社会福祉課でございます。よろしくお願いいたします。資料につ

きましては，⑧をお願いします。令和２年度土浦市一般会計補正予算，第１６回

案，総合福祉会館感染症予防対策事業について御説明いたします。１番の補正の理

由でございますが，総合福祉会館はウララ２のビル４階から６階までの施設で，地

域福祉の活動の拠点としまして，開設から２３年が経過した施設でございます。加

えまして，８階にこどもランド及び東崎保育所駅前分園が設置されていることか

ら，２番の事業概要に記載のとおり，新型コロナウイルス感染症の予防策でありま
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す，飛沫感染防止対策として和式トイレを蓋付きの洗浄機能付き洋式トイレに改修

をするとともに，既存の洋式便座についても，蓋付き洗浄機能付き便座に改修を行

うもので，合計１５箇所のトイレ改修を行うための改修工事費について，増額補正

をお願いするものでございます。３番の補正予算額，中段に記載のとおり歳出分と

して，３款民生費，１項社会福祉費，１目社会福祉総務費，１４節工事請負費に４

６０万８，０００円の増額補正をお願いするものです。なお，対象工事費の全額

が，新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が対象となることから，歳

入分としまして，同額の増額補正をお願いするものでございます。併せて，改修工

事の期間としまして，約１か月半程度の期間を要することから，年度末までに完了

しいという部分がございますので，下段に記載のとおり改修工事費の全額につきま

して，令和３年度に繰越をお願いするものでございます。説明は以上でございま

す。

○塚原委員長 ありがとうございます。委員の皆さん質問等ありますか。

○下村委員 洋式トイレのところの，手洗いとかそういったものは，蛇口はレバー対応

とか考えていますか。

○平井社会福祉課長 総合福祉会館はすべて自動でですね，手をかざしますと水が出る

タイプでございます。レバー式とかそういったものではないといったところでござ

います。

○下村委員 ありがとうございます。先ほど委員会でそういう話が合って，所謂感応式

のやつなんだね。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

○塚原委員長 他にございますか。

（「なし」の声あり）

○塚原委員長 それでは次に移ります。新治総合福祉センター感染症予防対策事業，新

型コロナウイルス感染症対策事業の補正予算案について，執行部より説明お願いし

ます。

○平井社会福祉課長 社会福祉課でございます。資料につきましては，⑨をお願いしま

す。令和２年度土浦市一般会計補正予算第１６回案，新治総合福祉センター感染症

予防対策事業について御説明をいたします。先ほどの総合福祉会館同様に，新治総

合福祉センターにおきましても，２番の事業概要に記載のとおり，施設内の感染防

止対策の一環として，新型コロナウイルス感染症の予防策となります，飛沫感染防

止対策として，和式トイレを蓋付き洗浄機能付き洋式トイレに改修するとともに，

既存の洋式便座についても，蓋付き洗浄機能付き便座に改修を行う外，洗面台や調

理台等の回転ハンドル式の蛇口を，手の接触機会が少ないレバー式に改修するもの

でございます。対象箇所２３か所の改修を行うもので，工事費につきまして増額補

正をお願いするものです。３番，補正予算額に記載のとおり，歳出分としまして，

３款民生費，１項社会福祉費，１目社会福祉総務費，１４節工事請負費に５９５万

１，０００円の増額補正をお願いするものでございます。全額が，新型コロナウイ

ルス感染症対応地方創生臨時交付金が対象となりますので，歳入分としまして，同
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額の増額補正をお願いするものです。併せまして，改修工事の期間として，約１か

月半程度の期間を要することから，下段記載のとおり，改修工事費の全額につきま

して，令和３年度に繰越をお願いするものでございます。説明は以上でございます。

○塚原委員長 ありがとうございます。委員の皆さん質問等ありますか。

（「なし」の声あり）

○塚原委員長 それでは次に移ります。（１０）つくしの家，療育支援センター管理運営

事業の補正予算案について，執行部より説明お願いします。

○加藤障害福祉課長 障害福祉課でございます。サイドブックス資料⑩をお願いいたし

ます。令和２年度土浦市一般会計補正予算第１６回案，つくしの家，療育支援セン

ター管理運営事業につきまして御説明いたします。補正の理由につきましては，国

の第三次補正予算により，新型コロナウイルス感染拡大防止のさらなる徹底及び新

しい生活様式等への対応を図るため，土浦市つくしの家及び土浦市療育支援センタ

ーにおける水道蛇口ハンドルを，手の接触の少ないレバー式に交換するものでござ

います。補正概要につきましては，①つくしの家は，食堂前の洗面所とトイレ蛇口

２１か所を交換し，②療育支援センターは，職員室内洗面所と職員トイレ蛇口２か

所の交換する予定をしています。なお，財源については新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金を活用いたします。補正予算額といたしましては，歳出に

つきまして，３款民生費，１項社会福祉費，４目つくしの家管理運営費，１０節需

用費の修繕料を８万９，０００円増額して，補正後の予算額を３０万１，０００円

とし，また，３款民生費，２項児童福祉費，８目療育支援センター管理費，１０節需

用費の修繕料を７，０００円増額し，補正後の予算額を３２万２，０００円にお願

いするものでございます。なお，蛇口のハンドルのために，すべて年度内に交換で

きるので，繰越はいたしません。説明は以上でございます。

○塚原委員長 ありがとうございます。委員の皆さん質問等ありますか。

（「なし」の声あり）

○塚原委員長 それでは次に移ります。（１１）子育て交流サロン改修事業，新型コロナ

ウイルス感染症対策事業の補正予算案について執行部より説明お願いします。

○中川こども相談課長 こども相談課です。お願いいたします。資料⑪をお願いいたし

します。令和２年度一般会計補正予算，第１６回案，子育て交流サロン改修事業に

ついて御説明させていただきます。補正の理由につきましては，これまでお話させ

ていただいた新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策と同様，子育て交流サ

ロンの水道蛇口等の改修を行うものです。事業概要としましては，中高津にありま

す交流サロンわらべの水道蛇口を，感染防止のための水道使用時に手の接触が少な

いレバーハンドルへの交換，東真鍋にありますのぞみにつきましては，トイレに飛

沫，エアロゾル感染防止のため，現在蓋なしの洋式トイレとなってございますので，

蓋を改めて設置するものであります。補正予算額につきましては，歳出で２目児童

福祉費対策費，１０節修繕料５万３，０００円をお願いするものです。歳入につき

ましては，新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金を活用いたします。
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なお，改修時期につきまして，材料の入荷等が４月以降になるため，繰越とさせて

いただきます。説明は以上でございます。

○塚原委員長 ありがとうございます。委員の皆さん質問等ありますか。

（「なし」の声あり）

○塚原委員長 それでは次に移ります。（１２）保育所等新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金事業の補正予算案について執行部より説明お願いします。

○菊田こども福祉課長 資料⑫をお願いします。令和２年度土浦市一般会計補正予算，

第１６回案について，保育所等新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

事業について御説明させていただきます。１番の補正の理由についてでございます

が，国の３次補正予算に係るもので，新型コロナウイルス感染症拡大防止対策とし

て，保育施設等の職員が感染症対策の徹底を図りながら保育を継続的に実施するた

めに必要となる費，かかり増し経費と申しまして，勤務時間外に消毒，清掃等を行

った場合の超過勤務手当や休日勤務手当等の割り増し賃金，通常想定していない感

染症対策に関する業務の実施に伴う手当などでございます。このかかり増し経費や

感染防止用の消耗品等の購入に係る費用，マスクや消毒液や備品など，これらにつ

きまして支援をするために，増額補正をお願いするものです。２番の事業概要につ

いては，（１）の対象施設は，保育所，幼保連携型認定こども園，地域型保育施設，

認可外保育施設で，計５０施設でございます。（２）の補助基準額は，施設の定員に

応じて，上限額３０万円から５０万円でございます。（３）補正予算額は，計２，１

５０万円です。（４）の補助割合は，国補助金が２分の１ございます，残りの半分に

つきましては，地方創生臨時交付金の対象として考えております。（５）その他でご

ざいますけれど，事業について全額を次年度へ繰越いたします。３番の補正予算額

につきましては，歳入では，第１６款国庫支出金では，第２項国庫補助金，保育環

境等改善事業費補助金１，０７５万円，第４項国庫交付金では，新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生臨時交付金１，０７５万円の計上です。歳出では，第３款民

生費第２項児童福祉費第５目保育所費，これは公立保育所分でしで，第１０節需用

費２５０万円の計上です。消耗品購入費です。第６目私立保育園費は，第１８節負

担金補助及び交付金１，９００万円の計上で，民間保育施設への補助金でございま

す。説明は以上でございます。

○塚原委員長 ありがとうございます。委員の皆さん質問等ありますか。

○矢口委員 かかり増し経費という言葉が出て来ました。今ウェブで見ていましたら，

新型コロナウイルス感染症対応かかり増し経費補助金というのがあるのですが，通

常の国庫補助金でやっているということでよろしいでしょうか。

○菊田こども福祉課長 国の３次補正の中で，保育環境等改善事業費補助金という項目

がございまして，そこで２分１が当たります。残りの２分の１の地方負担分につい

て，地方創生臨時交付金を充てると。そういう対応をするものでございます。

○下村委員 再確認ですけど，今の関連で。国が２分の１，新型コロナ対策の臨時交付

金で２分の１という言い方でいいんですか。
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○菊田こども福祉課長 そのとおりでございます。

○下村委員 そうすると市の負担はゼロだという。

○菊田こども福祉課長 結果的にそのようになります。

○下村委員 分かりました，ありがとうございます。

○塚原員長 他にございますか。

（「なし」の声あり）

○塚原委員長 それでは次に移ります。（１３）児童館トイレ洋式化等改修事業，新型コ

ロナウイルス感染症対策事業の補正予算案について執行部より説明お願いします。

○菊田こども福祉課長 こども福祉課でございます。資料⑬をお願いします。令和２年

度土浦市一般会計補正予算，第１６回案について，児童館トイレ様式化等改修事業

についてご説明させていただきます。１番の補正の理由につきましては，新型コロ

ナウイルス感染症予防対策として，市内３か所の児童館における設備の一部を改修

する費用について増額補正をお願いするものでございます。２番の事業概要につき

ましては，（１）対象施設は，都和児童館，ポプラ児童館，新治児童館でございます。

設備改修としまして，（２）和式便器を洋式便器に改修します。都和児童館には和式

はございません。ポプラ児童館で２か所，新治児童館で１か所を改修します。また，

（３）トイレ手洗い自動水栓化と，水道蛇口のレバーハンド化の改修を行います。

都和児童館１０か所，ポプラ児童館４か所，新治児童館１７か所でございます。（４）

その他でございますが，事業については，全額を次年度へ繰越いたします。３番の

補正予算額については，歳入では，第１６款国庫支出金で，新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金２３８万１，０００円の計上です。歳出では，第３款

民生費，第２項児童福祉費，第７目児童館費，第１４節工事請負費で，２３８万１，

０００円の計上でございます。説明は以上でございます。

○塚原委員長 ありがとうございます。委員の皆さん質問等ありますか。

○下村委員 もう１度，すいません。２の事業概要の（２），和式便器を洋式便器に改修

しますという説明の中で数が，ポプラ児童館が２か所と新治児童館が１か所って，

数が少ないと思うんですけれど，すべて改修する訳ではないんですか。

○菊田こども福祉課長 今現在ある和式便器が，このポプラ児童館２か所と新治児童館

１か所でございます。それの改修でございます。

○下村委員 全体の数というか，ポプラがいくつあるのかというのが分からないから，

ちょっと理解できないんですけれども。

○菊田こども福祉課長 申し訳ございません。全部でいくつあるっていうのは，現在把

握しておりませんので，申し訳ございません。

○下村委員 要するにポプラ児童館も，新治児童館も全て和式を洋式に変えますよ，と

いう考え方でよろしいですか。

○菊田こども福祉課長 おっしゃるとおりでございます。

○下村委員 それなら結構です。ありがとうございます。

○塚原員長 他にございますか。
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（「なし」の声あり）

○塚原委員長 それでは次に移ります。（１４）高齢者施設ＰＣＲ検査事業，新型コロナ

ウイルス対策事業の補正予算案について 執行部より説明お願いします。

○水田高齢福祉課長 高齢福祉課でございます。資料⑭をお願いいたします。令和２年

度土浦市一般会計補正予算，第１６回案について高齢者施設ＰＣＲ検査事業となり

ます。１補正の理由でございます。本市の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を

受けまして，茨城県では昨年１１月から１２月にかけて，市内にあります入所，入

居系の高齢者施設従事者に対する抗原検査を実施したところでございます。しかし，

同じ入所，入居系の高齢者施設であります認知症高齢者グループホーム従事者は検

査対象外とされたことから，感染拡大を未然に防止するため，市でグループホーム

従事者を対象としたＰＣＲ検査を無料で実施するものでございます。２事業の概要

でございます。市内にはグループホームが１５施設ございまして，人員基準上は職

員約２５０人となっておりますが，人員基準外の職員などもおり，県が実施した際

の実績では，人員基準の１.４倍に，結果的に人数が膨らんだと経緯がございました
ことから，検査の対象とする人員を３５０人とするものです。１件当たりの検査費

用が１万４，８５０円となり，２回の検査を予定してますことから，合計で１，０

３９万５，０００円を所要額と見込んだところでございます。なお，この事業につ

きましては，全額次年度に繰越させていただきたいと存じます。３補正予算額でご

ざいます。歳入は，２目民生費国庫交付金，４節老人福祉費交付金，１，０３９万

５，０００円。この財源は，新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を

活用するものでございます。歳出は，５目老人福祉費，１１節役務費，１，０３９万

５，０００円，歳出歳入同額とするものでございます。説明は，以上でございます。

○塚原委員長 ありがとうございます。委員の皆さん質問等ありますか。

○奥谷委員 ２回検査を行うということですけれども，いつからいつまでの間で検査を

２回，間隔をどれくらいあけてやるのかというのは想定されているのでしょうか。

○水田高齢福祉課長 月に１回１５施設を検査することで，今計画しておりまして，４

月に１度，５月に１度という形で今のところ考えているとことでございます。

○塚原員長 他にございますか。

（「なし」の声あり）

○塚原委員長 それでは次に移ります。（１５）老人福祉センター等整備事業，新型コロ

ナウイルス対策事業の補正予算案について執行部より説明お願いします。

○水田高齢福祉課長 高齢福祉課でございます。資料⑮をお願いいたします。同じく令

和２年度土浦市一般会計補正予算，第１６回案についてでございます。こちらは，

老人福祉センター等整備事業になります。補正の理由につきましては，これまでご

説明させていただいたとおり，新型コロナウイルス感染拡大防止対策として，老人

福祉センターのトイレ改修と蛇口の交換工事を実施し，高齢者により安全で快適な

施設とするため，工事費用について増額補正を行うものでございます。事業概要で

す。対象施設は，老人福祉センター湖畔荘とつわぶきです。事業内容です。１つ目
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は，それぞれの施設のトイレの洋式化で，暖房便座，洗浄機能付きのものに交換す

るもの。２つ目は，蛇口の交換で，レバー式のものに交換するものでございます。

記載の方ございませんが，湖畔荘につきましてはトイレ３か所，蛇口につきまして

はお風呂施設もございますことから４１か所。つわぶきにつきましてはトイレ７か

所，蛇口につきましては１０か所改修するものでございます。なお，この事業につ

きましても，全額次年度に繰越をさせていただきたいと存じます。３の補正予算額

です。歳入は，２目民生費国庫交付金，４節老人福祉費交付金８１１万８，０００

円。その財源につきましては，新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

を活用するものでございます。歳出につきましては，５目老人福祉費，１４節工事

請負費８１１万８，０００円。歳入歳出同額を計上するものでございます。説明に

つきましては以上でございます。

○塚原委員長 ありがとうございます。委員の皆さん質問等ありますか。

（「なし」の声あり）

○塚原委員長 それでは次に移ります。（１６）保健センター及び保健センター新治分室

便器改修事業，新型コロナウイルス対策事業の補正予算案について執行部より説明

お願いします。

○羽成健康増進課長 健康増進課です。よろしくお願いします。保健センター及び保健

センター新治分室便器改修事業についてご説明いたします。補正の理由は，トイレ

使用時発生する飛沫，エアロゾルによる新型コロナウイルス感染を防止するため，

土浦市保健センター及び保健センター新治分室の和式便座を蓋つき洋式便座に改修

するものでございます。事業の概要ですが，土浦市保健センターの和式便器を洋式

便器８台に改修いたします。また，保健センター新治分室につきましては和式便器

を洋式便器３台に改修するものでございます。また，こちらの事業につきましては，

次年度に繰越したいと考えております。補正額につきましては，歳入補正予算額８

８４万９，０００円，歳出につきましては工事請負費として同額を予定しておりま

す。説明は以上でございます。

○塚原委員長 ありがとうございます。委員の皆さん質問等ありますか。

（「なし」の声あり）

○塚原委員長 それでは次に移ります。（１７）ＰＣＲ検査費用助成事業，新型コロナウ

イルス対策事業の補正予算案について執行部より説明お願いします。

○羽成健康増進課長 資料は⑰をお願いいたします。ＰＣＲ検査費用助成事業，新型コ

ロナウイルス対策事業についてご説明いたします。補正の理由でございますが，新

型コロナウイルス流行下において，経済活動における感染リスクの低減や不安解消

を図るため，市内の事業者が従事者等に実施するＰＣＲ検査体制を整備する目的で，

費用の一部を支援するため，補正をお願いするものでございます。２番の事業の概

要でございます。対象者は，市内に事業所を有する事業者。無症状の従業員等に実

施するＰＣＲ検査の費用の一部を支援します。市内事業所の確認方法といたしまし

て，申請の際に開業届，飲食店営業許可書，登記事項証明書等のいずれかの写しを
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提出していただきます。参考といたしまして，市内の事業所，平成２８年度の経済

センサスでございますが，そちらから市内事業所数は６，３７３か所ございます。

従業員数７万５，５５２人が働いております。補助額でございますが，ＰＣＲ費用

１回あたり上限５，０００円といたします。１事業所１年度５０万円を上限といた

します。助成方法でございますが，事業者が従業員等の検査をとりまとめ，結果と

申請書を健康増進課の方に提出いただいて，事業者の方に助成金を支払うような形

となります。検査数の見込みですが，１月約１５０人を見込んでおりまして，１，

６５０人を対象といたしております。検査機関でございますが，土浦市内の総合健

診協会県南センター，江東微生物研究所の検査で可能で，他の検査機関も可能とな

っております。助成期間ですが，令和３年４月１日から令和４年２月２８日までの

期間で実施したいと考えております。補正予算額は８２５万円でございます。こち

らについては，予備費，新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金を充当

したいと考えております。歳出に付きましては，補正予算額負担金及び交付金，補

助金８２５万円同額を計上いたしたいと考えております。また，こちらについても

次年度に繰越したいと考えております。説明は以上でございます。

○塚原委員長 ありがとうございます。委員の皆さん質問等ありますか。

（「なし」の声あり）

○塚原委員長 それでは次に移ります。１８番ちょっと長くなるかと思うんですけど，

このまま進めさせていただきます。サイドブックスの方，もう一度戻していただい

て，全員協議会，令和３年，２月１９日のフォルダを開いてください。そうします

と令和３年の予算の概要ですね，これを開いていただくと。準備できましたら，執

行部より説明お願いします。一般会計から，地域生活支援拠点事業からよろしくお

願いいたします。

○加藤障害福祉課長 障害福祉課でございます。令和３年度土浦市一般会計予算概要，

サイドブックスのページで２８ページをお願いいたします。紙資料だと２６ページ

となります。地域生活支援拠点事業につきまして，ご説明いたします。本事業は，

障害者の高齢化，重度化や親亡き後を見据え，地域生活支援拠点コーディネーター

が中心となり関係機関と協力して，障害者が地域で様々な支援を，切れ目なく提供

できるよう障害者やその家族の生活を地域全体で支える，体制整備をするものでご

ざいます。事業内容につきましては，国で示す生活支援のための５つの事業がある

んですが，その内相談と緊急時の受け入れ対応の２つの事業について令和３年度か

ら実施するものでございます。（１）相談は，各中学校地区にコーディネーターを配

置しまして，ハイリスク障害者を抽出しまして，緊急時に対する備えの相談に応じ，

それぞれの個々の登録台帳を整備して緊急時に役立つ情報を整備するものでありま

す。（２）緊急時の受け入れ対応は，介護者が急病や事故等の突発的な事由によりケ

アができない場合に，コーディネーターが障害者宅訪問しまして，相談に応じたり

受入れ施設との連絡調整や必要な支援を行ものでございます。予算につきましては，

市内３か所の今現在一般相談事業，要するに障害者の相談を専門でやっていただい
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ている事業所に対し，地域ケアコーディネーターを配置するための相談委託料と，

緊急時に障害者を受け入れる際の，施設３か所の利用料と受け入れる時に障害者に

対して行うＰＣＲ検査費用。総額２５０万円を計上しております。期待される効果

といたしましては，障害のある方が住み慣れた地域で，安心した生活ができるよう，

支援体制の充実が期待されます。説明は以上になります。

○菊田こども福祉課長 ここから，こども未来部の事業が４件続きますけれども，現在

担当している所属課により，順番に説明させていただきます。サイドブックスの資

料の２９ページをお願いいたします。紙の資料では２７ページでございます。キッ

ズスペース更新事業でございます。こども未来部のこども政策課担当の部分でござ

います。事業の目的は，市役所を訪れる親子が窓口における手続きの待合時間をよ

り心地よく過ごせるよう，既存のキッズスペースを，県産木材を使用したものでリ

ニューアルいたします。事業の概要につきまして，今年度事業内容ですけれども，

市庁舎本庁舎１階に設置しております現在のキッズスペースにつきまして，県産木

材を使用したものに更新します。更新に係る財源としては，森林環境譲与税を活用

します。期待される効果，成果目標等につきましては，木材を活用しデザインに工

夫を凝らしたものにリニューアルし，子ども連れの来庁者の，窓口利用の快適さや

満足度の向上を図るものでございます。説明は以上でございます。

○中川こども相談課長 こちらはこども相談課から説明させていただきます。結婚新生

活支援事業になります。サイドブックスの３０ページとなります。事業目的ですけ

れども，結婚を希望しても，結婚資金が足りないなど，結婚生活の住居にめどがた

たない若者に対し，新生活のスタートに係る費用を助成することで結婚に伴う経済

的負担の軽減し，婚姻数の増加を図ることを目的としております。この事業は，平

成２９年１０月の開始以降，中段の表に，右ですね，右の表にありますとおり，年

齢要件や上限額等を変更しながら助成を実施してきました。今年度は年齢要件と所

得要件を緩和することにより，姻数が増えるとともに転入促進効果を期待しており

ます。説明は以上です。

○菊田こども福祉課長 続きまして，サイドブックス資料３１ページをお願いいたしま

す。紙の資料では，２９ページでございます。認定こども園土浦幼稚園整備事業で

す。こども未来部のこども政策課担当の部分です。事業の目的につきましては，多

様化する幼児教育と保育ニーズに対応するため，希望するすべての子どもに幼児教

育と保育の一体的な提供ができるよう，土浦幼稚園の幼児教育機能と近接する東崎

保育所の保育機能を移転，集約した幼保連携型の認定こども園を新設するものです。

また，名称には土浦幼稚園の名称，歴史，文化を後世に残すため，土浦幼稚園を採

用いたします。事業の概要につきまして，今年度事業内容については，令和３年度

は施設改修工事の実施設計を行います。実施設計の中では，耐震診断も含み事業費

は委託料２，０１０万２，０００円の計上です。今後の予定については，令和４年

度に文部科学省の補助金を活用し，施設の改修工事を行います。認定こども園設置

の内容ですが，場所は現在の土浦幼稚園所在地です。定員は１００名程度で，教育
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４０名，保育６０名でございます。園舎整備は，園舎の改修を行います。期待され

る効果，成果目標等については，認定こども園の設置により教育，保育環境を充実

させ，多様化するニーズに対応し，子どもの健全育成に寄与するものでございます。

説明は以上でございます。

○加藤障害福祉課長 障害福祉課でございます。サイドブックス３２ページ，紙資料で

３０ページをお願いいたします。保育所等訪問支援事業につきまして，ご説明いた

します。来年度からこども未来部のこども包括支援課が担当となります。本事業は，

保育所や幼稚園等に通園する発達に支援を必要とする障害児が，集団生活に適応で

きるように，通所先に心理職等の専門職が訪問し，個別に支援を行うものでござい

ます。事業内容は，児童が通所する保育所又は幼稚園等で集団指導の中で，個別の

療育支援や指導する保育士等に支援方法の指導を行います。対象児は，市内の保育

所等に通所する未就学の障害児で，かつ，障害児福祉サービスの未利用の児童にな

ります。訪問回数は，月２回を基本としまして期間は６か月間になります。予算に

つきましては，訪問支援員の報酬と旅費になります。期待される効果といたしまし

ては，通所先の保育所等の中で，専門職による療育支援を受ける体制をつくること

で，障害児が集団生活にスムーズに適応できることが期待されます。説明は，以上

でございます。

○羽成健康増進課長 次に，大腸がん医療機関検診についてご説明いたします。資料の

３３ページをお願いいたします。令和３年度予算の概要では３１ページをお願いい

たします。事業の目的でございますが，大腸がんは罹患率，死亡率の高いがんであ

ると言われております。早期発見，早期治療で死亡率が低下することが科学的に証

明されており，大腸がん検診は国の奨励する健診の一つとなっております。市民の

健康づくりのため，受診できる機会を増やし，受診率の向上を図りたいと考えてお

ります。対象者は，４０歳以上の市民で４万２，３７９人おりますが，その内の約

４パーセントの受診を考えておりまして，１，６８０人を受診者として見込んでお

ります。また委託先は，土浦市医師会に委託し，協力医療機関による大腸がん検診

の実施体制を構築いたしたいと考えております。大腸がん検診を受診しやすい体制

を構築することで，受診率の向上を図り，早期発見，早期治療に結びつけ，市民の

疾患予防や健康増進に寄与したいと考えております。説明は以上でございます。

○塚原委員長 ありがとうございます。とりあえず一般会計，この６つですね，この６

つについて委員の皆さんから質問等はありますか。

○鈴木委員 認定こども園について，今更ながらの疑問でちょっと恥ずかしいんですけ

れども，教育が４０で保育が６０。そうすると，まず教育の４０というのは，所謂

年長さんと年中さんで４０という捉え方でよろしいですか。

○菊田こども福祉課長 これまでは土浦幼稚園，年中さんと年長さんだったんですけれ

ども，今度認定こども園になりますと，年少さんからとりますので，年少，年中，年

長と合わせて４０程度で考えているものでございます。

○鈴木委員 仮に初年度で年長，年中，年少で４０埋まってしまった場合，途中から認
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定こども園，今の土浦幼稚園のところに年少，年中，年長で入れないってことでい

いですよね。

○菊田こども福祉課長 職員，保育教諭の人数によっては，教室の広さは入れる広さは

ありますので，それ以上に取ることは可能でございます。

○鈴木委員 そうすると，保育の部分で０歳から３歳までの人たちが，最初からそこに

いるわけだから，その人たちがまず優先的に繰り上がっていくのか，それとも１年

１年ごとの，年度ごとに審査をされてくのか，運用になってからの話で申し訳ない

けど，そこはどのように設計されているのか。

○菊田こども福祉課長 基本的には繰り上がりでいく考えでございます。ただ，そこに

空き人数があれば募集をかけて，その分を希望者，応募があれば受け入れ態勢を整

えていきたいと考えております。

○福田委員 地域生活支援拠点事業についてお伺いいたします。土浦市には，所謂ふれ

あいネットワークサービスというのがあろうかと思うんですけれども，ふれあいネ

ットワークは単に高齢者だけじゃなくて，障害者も対象にするというふうに理解し

ていたんですけど，今度の新規事業とこれまでの事業の考え方の違いといいますか，

その辺は。

○加藤障害福祉課長 ふれあいネットワークというのは，各地区に社会福祉協議会の職

員が，地域ケアコーディネーターという，同じコーディネーターという名前なんで

すけれど，福祉の地域の相談，子どもから生活困窮者まで縦割りの分野に分けるこ

となく，すべてを網羅して相談に応じる。解決にあたっては，それぞれの縦割りの

制度に結びつけるように，つなぐ役ということになっています。今度の新しい事業

は，それよりも障害者を特化して，障害者の個々の台帳，要するに重度で親御さん

がもう８０歳で，お子さんが，息子さん娘さんが５０台，４０台で介護ができそう

にない高齢障害者世帯というんですか，そういう方を個々に訪問をして，リスクが

あるとこちらが見極めをして，何かあった時には登録台帳といって，個人情報の緊

急連絡先がどことかどこのお医者さんに通っているとか，台帳を整備して，万が一

の事故の時にすぐに対応ができるようにやるものになります。なので，一般の相談

を各機関の福祉事務所の担当に振る場合と，この事業が障害者特化して障害者だけ

を直接保護するような仕組みを作るということになっております。

○下村委員 少し教えて欲しいんですけれども，サイドブックスのページでいうと２９

ページ。キッズスペース更新事業というところで，括弧して新規ですね。どうも説

明だけでは，更新するんだろうけれど，更新するものがどんなものになるのかイメ

ージがわかないんですけれども。今，写真は，現在のキッズスペースになっている

んですね。３００万というのは備品購入費ですよね。だから，どんな感じになるの

かっていうのが，ちょっとイメージがわかなくて。

○菊田こども福祉課長 イメージがなくて申し訳ございません。まず，大きさ的には現

在の大きさと大体同じくらいの大きさで考えております。イメージでございますけ

れども，言葉になってしまって申し訳ございません。遊び心のある，市の特色など
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を生かしたものになるとよいと考えております。市に関連したデザインしたものや，

それを部材に落とし込んだりしまして，見た目にも華やかさがあるものにできれば

なと考えております。業者からイメージとしていただいた図面はあるんですけれど

も，今日こちらには付けてなくて，申し訳ございません。

○下村委員 ありがとうございます。パースみたいな想像図があればよかったんですけ

れども，結構遊具って高いのかもしれないんだけれども，結構な金額ですよね，備

品購入だけだったらね。それが設置された時にどういうものなのかっていうのと，

もう１つ安全性という問題があって。このフロアの片隅に置かれたと，やっぱり地

震がきたら転倒して怪我したとかも考えられるので，そういったことも含めてこの

事業をやるならばしっかりと検討していただきたいし，県産の木材を使うのであれ

ば，これは茨城県のとか見積書は来るんでしょうけれども，皆に分かりやすいよう

に表示してほしいですよね。茨城県の材木を使ってますというのと，これは市民贈

与税だったよね，その金額が基金にあるわけだから，それを使ってやってるんです

よときちんと訴える。皆さんのお金がこのように変わってますよと訴えてほしいな

という気がするんですね。今後もっともっと使える基金が増えて行くんだから，使

えるものが増えていくので，そういうことも含めて考えてください。よろしくお願

いします。以上です。

○菊田こども福祉課長 木材の表示につきましては，進めさせていただいております。

あと，今危険性のお話が出ましたけれども，確かに木材で，軟らかい素材ではない

ので，使い方次第では怪我にもつながる恐れはあるかと思います。業者選定にあた

りまして，安全基準などに配慮しているか，怪我などのリスクが極力少なくなるよ

うなデザイン概要になっているかも考慮して進めてまいりたいと考えて思います。

○目黒副委員長 地域生活支援拠点事業について，私も質問させてください。地域生活

支援拠点コーディネーターの業務として，社会福祉協議会にある日常生活自立支援

事業であったりとか，また成年後見制度とか実際行われていることが被る，又は分

けてるというようなことがあれば説明いただけたらと思います。

○加藤障害福祉課長 すみません。私の説明がちょっと悪くて申し訳なかったんですが，

社会福祉協議会の，各地区の公民館にいるコーディネーターとはまったく別な人に

なります。あくまでも，社会福祉協議会でやっている日常生活自立支援事業とか各

中学校区の総合的な相談は社会福祉協議会がそのまま継続してやります。この地域

生活支援拠点はあくまでも障害者の方を，緊急時に備えての相談を受ける。このコ

ーディネーターは，今現在委託している障害者専門の相談ができる事業所に３か所，

実際は具体的に，ほびき園さん，尚恵さん，社会福祉協議会という専門のところの

事業所にコーディネーターを要請して，親御さんの高齢化に伴う，親御さんも高齢

になると自分の体も大変になってくるので，そういうところは介護保険に繋げたり

とか，お子様自身万が一になった時には，どういうお医者さんに行くのか，親族を

どこに呼べばいいのか，そういうことを個別に調査した台帳を整備して，万が一の

時に連絡が入ったら，すぐに対応できるようにするというものであります。よろし
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いでしょうか。

○目黒副委員長 そうしますと，ご本人から直接連絡行くというのは，多分なかなかな

いと思うので，地域の民生委員の方とか地域のコーディネーターの方からいくこと

もあるということですよね。

○加藤障害福祉課長 おっしゃるとおりです。家族が高齢といわず，障害者自身が高齢

の人もいるんですよ。要するに障害者自身が高齢で，一人暮らしで，誰も親族がい

ないような方もいらっしゃるので，家族が万が一の時もあるし，障害者自身が万が

一の時もあるので，委員さんのおっしゃるように，そういう人も含めてこういう人

がいる，これは備えが必要だから，社協のコーディネーターにこういう人がいるか

らよろしくねって話を繋いだりとかそのようなこともやっていくことになります。

○目黒副委員長 特に年齢とか関係なく，６０歳以下の方であっても，本当に一人で大

変な思いをされている方，周りからの通報だったり，あるいは民生委員からの通報

ということでも可能だということで。

○加藤障害福祉課長 想定的には高齢化の人の方が，リスクが高いと思っておりますの

で，想定としては６５歳以上を想定していますが，ただ，６０歳前後でも生活習慣

病でリスクが高い方もいらっしゃるので，明確な年齢を区切って事業を実施すると

いうことは考えておりません。

○目黒副委員長 ありがとうございます。２点ばかり要望という形でお話させていただ

きたいと思います。１点目が，認定こども園の整備事業で，設計をこれからされる

ということで，キッズゾーンですかね，園舎の周りの安全を確保するという意味で，

警察と協議が必要だと思うんですけども，そちらの方ぜひご検討いただきたいと思

います。最後に，保育所等訪問事業につきましては，実際指導をされる方が来た時

に，該当する児童の方が別室だったりとか，みんなとは違うカリキュラムを受ける

時に，他のお子様がなぜこうなるんだとしっかりと，なかなか理解するのは難しい

と思うんですけれども，そういったところもぜひ配慮の方をお願いいたします。

○塚原員長 他にございますか。

（「なし」の声あり）

○塚原委員長 それでは特別会計の方に移ります。地域リハビリテーション活動支援事

業の方からよろしくお願いいたします。

○水田高齢福祉課長 高齢福祉課でございます。サイドブックスのページですと，７１

ページ，紙ベースですと６９ページをお願いいたします。地域リハビリテーション

活動支援事業でございます。この事業につきましては，高齢者の健康寿命の延伸，

それから要介護認定者数の増加の抑制を目的に，リハビリテーション専門職など，

多職種との関わりにより，元気な高齢者には介護予防に関する意識を高めるととも

に，運動不足が続いたり社会的な交流が乏しい状態にある日常生活不活発者などに

は，早期の支援に繋げられるよう介護イベントを開催するものでございます。具体

的には，体力測定による身体機能の数値的管理を行いまして，介護予防に必要な知

識等を身に付け，支援が必要な方には，専門的なアプローチを行ってまいります。
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令和３年度は，ロールモデルとして２回の実施を予定しております。予算につきま

しては，講師への謝礼等や体力測定に使用する消耗品などとなります。説明につき

ましては以上でございます。

○塚原委員長 ありがとうございます。続いて認知症施策推進事業もお願いします。

○水田高齢福祉課長 サイドブックスのページですと，７２ページをお願いいたします。

紙のものですと，７０ページとなります。認知症施策推進事業でございます。この

事業は，認知症の予防と共生を両輪にし，本人や家族への支援，さらに認知症の方

に優しい地域づくりを行うことで，認知症の人の意思が尊重され，出来る限り住み

慣れた地域で自分らしく暮らしていける社会の実現を目指すものでございます。令

和３年度も引き続き，認知症初期集中支援チームによる認知症の早期診断，早期対

応を図ってまいります。また，認知症の予防やその進行を穏やかにするため，２か

所で開催してまいりました，認知症カフェふれあい茶屋については継続して実施を

するとともに，より身近な地域で開催できるようふれあい茶屋登録制度を設けて，

その開設及び運営の後方支援を行ってまいりたいと考えております。ちなみに現在，

登録制度に手を挙げていただいている事業者は，６団体ほどございます。新型コロ

ナの影響でまだ開催が出来ていない状況ですが，まもなく開催の方をしていきたい

と考えております。予算については，支援チーム委託料の外，様々な取り組むに係

る事務経費となります。説明については以上となります。よろしくお願いいたしま

す。

○目黒副委員長 地域リハビリテーション活動支援事業のモデル事業として，市内２か

所の予定している場所を教えていただけるでしょうか。

○水田高齢福祉課長 ２か所につきましては，今年度も予定をしておりました，土浦イ

オンと，あと各中学校地区にございます公民館から１か所を選定して実施したいと

考えてございます。

○目黒副委員長 ありがとうございます。今後，この取り組みが周知されて参加者が増

えるようでしたら，会場等も増やすという考えでよろしいでしょうか。

○水田高齢福祉課長 モデル事業でございますので，その実績等をよく考えた上で広げ

てまいりたいと考えてございます。

○塚原員長 他にございますか。

（「なし」の声あり）

○塚原委員長 暫時休憩とさせていただきます。１４時３０分から再開したいと思いま

すので，よろしくお願いいたします。

【休憩】

（午後２時３０分再開）

○塚原委員長 それでは休憩前に引き継ぎまして，会議を始めたいと思います。まず菊

田課長から。

○菊田こども福祉課長 こども福祉課でございます。お手元にお配りさせていただいた

資料でございますが，先ほど下村委員からキッズスペースのイメージについてご指
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摘いただきまして，これはある業者で出してきてくれたイメージでございます。こ

れによりますと，大きさは今あるキッズスペースとだいだい同じ大きさなんですけ

れども，これは丸い形でレンコンをイメージしているものでございます。丸にクッ

ションを何箇所か置いてレンコンの穴に見立てて，左側には小さい子用の滑り台。

そして右側には，お籠りハウスとかいうことで，小さい子が中にもぐったりとかで

きるようなもので，後は絵本棚をつけてというような，こんなイメージを出してき

てくれたものがございます。一つのイメージでございます。

○塚原委員長 ありがとうございます。委員の皆さん質問等ありますか。

（「なし」の声あり）

○塚原委員長 それでは報告関係に移ります。１土浦市国民健康保険税条例及び土浦市

国民健康保険条例の一部改正の専決処分についての報告をお願いします。

○元川国保年金課長 国保年金課でございます。サイドブックスの資料⑱をお願いいた

します。資料は全部で３ページとなっております。国民健康保険税条例及び国民健

康保険条例の一部改正の専決処分について説明させていただきます。本件につきま

しては，改正理由といたしまして，新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部

を改正する法律が，本年２月３日に公布，２月１３日より施行されたことに伴いま

して，土浦市国民健康保険税条例及び土浦市国民健康保険条例を一部改正して２月

１３日に施行する必要がございましたことから，専決処分を行ったものでございま

す。主な改正の内容につきましては，本条例において新型インフルエンザ等対策特

別措置法から引用しておりました，新型コロナウイルス感染症を定義する条項が，

今般の法改正により削除されたことに伴い，条例中の新型コロナウイルス感染症の

定義に関する文言を改めるものでございます。具体的な内容につきましては，資料

の３，新旧対照表をお願いいたします。新旧対照表１ページから２ページにまたが

って掲載させていただいているのが，１国民健康保険税条例，こちらにつきまして

は，新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について定めておりま

す，付則第２６項，また，資料２ページから３ページの２国民健康保険条例につき

ましては，新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について定めております，

付則第４条中の新型コロナウイルス感染症の定義につきまして，記載のとおり，国

から示された文言にそれぞれ改めるものでございます。なお，本改正によりまして，

新型コロナウイルス感染症に係る国保税減免及び傷病手当金の対象や内容等に変更

はございません。施行日につきましては，資料末尾の４，施行日のとおり，令和３

年２月１３日でございます。説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

○塚原委員長 ありがとうございます。委員の皆さん質問等ありますか。

○下村委員 今，説明された資料３ページに，面白いことが書いてあるんだけど，病原

体がベータコロナウイルス属のとずっと行って，括弧の中に令和２年，中華人民共

和国から世界保健機構に対して云々と書いてあるんですけど，これは国でこういう

ふうに書いたんですか。

○元川国保年金課長 こちらの条文なんですけれども，元々先ほど一部改正と申しあげ
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ました，新型インフルエンザ等対策特別措置法の中でこういう規定で条文が示され

ておりまして，その条文がなくなった，削除されたので，改めてその文言で定義す

るようにということで示された文言でございます。

○下村委員 これはイギリス型の変異はどうなっちゃうの。

○元川国保年金課長 その辺，私どもも心配したのですけれども，厚労省の通知の方で，

最近言われてますイギリスとかで主に見られます変異種等，そういったものも従来

より含まれていると，この定義の中に含まれていることを申し伝えますという一文

がありますので，これまでのコロナウイルス感染症と同じ定義ということで，国保

でやっております減免ですとか，傷病手当金の対象に変更があるものではございま

せん，ということになっております。

○塚原員長 他にございますか。

（「なし」の声あり）

○塚原員長 それでは次に移ります。２補正予算の専決処分の報告，老人福祉センター

等整備事業について執行部より説明お願いします。

○水田高齢福祉課長 高齢福祉課でございます。資料⑲をお願いいたします。補正予算

の専決処分についての報告でございます。令和２年度土浦市一般会計補正予算，第

１３回で専決処分をさせていただいております，ふれあいセンターながみねのエア

コン故障に伴う修繕が困難となったことから，早期の対応が求められました。その

ようなことから，地方自治法第１７９条第１項の専決処分で一般会計予算の補正措

置を講じたものでございます。事業の内容につきましては，４系統ある内の１系統

の故障に伴いまして，パッケージエアコンを８台設置しまして，３月１２日に一般

競争入札を予定いるものです。工期につきましては６月末を予定してございます。

ちなみに専決処分をさせていただきましたのは，本年１月２５日でございます。補

正予算額につきましては，５目，老人福祉費の１４節，工事請負費１，４９８万２，

０００となりまして，全額令和３年度に繰越させていただくものでございます。以

上でございます。

○塚原委員長 ありがとうございます。委員の皆さん質問等ありますか。

（「なし」の声あり）

○塚原委員長 それでは次に移ります。３補正予算の専決処分の報告について，新型コ

ロナウイルスワクチン接種体制確保事業，新型コロナウイルスワクチン接種事業に

ついて，執行部より説明お願いします。

○羽成健康増進課長 令和２年度土浦市一般会計補正予算，第１４回についてご説明い

たします。補正の理由は，新型コロナウイルス感染症に係る予防接種は，新型コロ

ナウイルス感染症による重症者や死亡者の発生を出来る限り減らし，新型コロナウ

イルス感染症の蔓延の防止を図る事を目的に，予防接種法に基づく臨時接種を実施

いたしします。つきましては，医療従事者等へのワクチン接種を迅速かつ安全に予

防接種を開始できるよう，必要な体制の確保と接種に係る費用について，地方自治

法第１７９条第１項の規定に基づき，補正予算の専決処分したものでございます。
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事業の概要でございますが，新型コロナワクチン接種事業でございますが，医療従

事者等へのワクチン接種に係る費用１回あたり２，０７０円，税込２，２７７円が

国から示されております。また，財源につきましては，新型コロナウイルスワクチ

ン接種対策費国庫負担金，補助率１０分の１０を活用いたします。支出の主なもの

は医療従事者，土浦市内に約６，０００人医療従事者がおりますので，そちらの方

への接種費用となります。また，２新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業

でございますが，医療従事者等へのワクチン接種を迅速かつ安全に実施するため，

必要な物品等を備え実施いたしたいと考えております。財源につきましては，新型

コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金，補助率１０分の１０を活

用いたします。支出の主なものは，接種後の副反応に備えての医薬品の購入や，衛

生用品の購入，また器官挿入や酸素ボンベなど緊急時に対応するために必要な機材

を購入いたしたいと考えております。事業につきましては，令和２年度執行額を除

き，繰越したいと考えおります。補正額につきましては，新型コロナウイルスワク

チン接種事業の補正予算額２，７５２万７，０００円，こちらについては，国庫負

担金の歳入を見込んでおります。また，歳出につきましては，先ほどご説明しまし

た接種費用の委託料が主なものとなっております。次に新型コロナウイルスワクチ

ン接種体制確保事業の補正予算額でございますが，３，７８７万７，０００円。こ

ちらにつきましても国庫補助金，新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費

国庫補助金を見込んでおりまして，歳出につきましては，需用費と医薬品，使用料

及び賃借料，工事請負費等の費用が必要となっております。こちらの同額を歳出予

算となっております。専決日は令和３年２月１日となっております。説明は以上で

ございます。

○塚原委員長 ありがとうございます。委員の皆さん質問等ありますか。

（「なし」の声あり）

○塚原委員長 それでは，続いての公立保育所民間活力導入実施計画後期計画について

ですが，先日の臨時文教厚生委員会での題材となりますので，こども福祉課以外は

退席となります。退席前に何か執行部からありますか。

（「なし」の声あり）

○塚原委員長 委員の皆さんから執行部に，何かありますか。

（「なし」の声あり）

○塚原委員長 なければ，退席して結構です。お疲れ様でした。

○塚原委員長 それでは，その他に移ります。１公立保育所民間活力導入実施計画後期

について執行部より説明お願いします。

○菊田こども福祉課長 こども福祉課でございます。公立保育所民間活力導入実施計画

後期計画についてでございます。１月２７日の臨時文教厚生委員会におきまして，

公立保育所民間活力導入実施計画後期計画における考え方を取り上げさせていただ

き，ご議論をいただきました。現在残っている公立保育所のうち，拠点となる施設

は残し，一部を民間活力導入の対象とするという考えでございますけれど，前回に
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引き続き，一部の民間活力導入につきまして，民間にお世話になるのが良いのか，

公立が良いのかという点につきまして，現在の市の考え方，理由等をお示しさせて

いただいたうえで，ご議論をいただきたいと思っておりますので，よろしくお願い

申し上げます。では資料㉑，公立保育所民間活力導入実施計画後期計画について説

明させていただきます。現在策定中の公立保育所民間活力導入実施計画後期計画の

内容でございます。１番の，策定案の内容ですが，エリアごとに地域の子育ての拠

点的役割を担う公立保育所を存続させるとしております。エリアは，北部，中央，

南部の３つで考えます。北部には神立保育所，中央エリアには認定こども園土浦幼

稚園，土浦幼稚園と東崎保育所を集約します。これと天川保育所，南部には荒川沖

保育所につきまして，拠点的役割を担うものと位置付けます。そして，中央エリア

のもう１つ霞ヶ岡保育所については，民営化の対象とし，今後５年間で実施時期を

検討するとしております。そして，２番の民間活力導入を継続する理由，霞ヶ岡保

育所を民営化の対象とする理由でございますが，１で公立保育所の役割，必要性と，

民間活力導入の有効性と，市の財政負担のあり方につきまして，バランスを考慮し，

総合的に考えて，５か所の保育施設のうち，４か所を存続させ，１か所を民間活力

導入の対象とすると考えるものでございます。２は，民営化自体に有効性が認めら

れることでございます。公立保育所には，地域の子育て支援の拠点やセーフティネ

ットとしての役割があると捉えておりますけれども，一方，民営化により，施設整

備なされ，きれいな園舎に建て替えられたり園庭が広くなったり，保育サービスの

拡充として民間の特色を生かした教育や保育，例えばスイミング，運動，英語など

が図られ，保護者からも一定の評価を得ております。３は，市の財政負担が増える

ことでございます。園舎の整備にかかる経費と，保育所を維持していくための経費

でございます。霞ヶ岡保育所は，天川保育所と比較して，園舎の老朽化が進んでお

りまして，近い将来の建て替えや大規模改修が必要になってきます。各保育施設の

整備については，築４０年以上経過している施設として，認定こども園土浦幼稚園，

荒川沖保育所，神立保育所に続いて霞ヶ岡保育所も改修等を行うことになりますと，

市の財政負担が増えます。現在コロナ禍で，税収等が先行き不透明な状況がある中

で考えていく必要があると思っております。そして，４ですが，民営化を考える場

合には，実施の効果がより期待できる施設に導入することが望ましいと考えます。

天川と霞ヶ岡とで，どちらがより実施の効果が高いかを考える指標としまして，入

所率を見て比較をしました。天川の入所率は，常態的に１００パーセントを超えて

います。一方霞ヶ岡は７３.３パーセントでございました。両者を比較すると，霞ヶ
岡が低いのは，施設の老朽化や，立地条件，交通の便等といった理由があると考え

られます。あとは，保育士不足という理由もあるとは思われます。しかし，保育士

不足につきましては，財政的な面や全国的な保育士不足から，正職保育士の採用が

難しい状況にございます。なお，この入所率につきましては，後ほど別資料で入所

希望者数の状況などについてご説明させていただきます。そして，支援が必要な児

童につきまして，民間保育所とともに，公立保育所でも受入れをしておりますけれ
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ども，霞ヶ岡を民間移管した場合でも，存続する４つの施設に保育士を集約したう

えで，民間とともに，公立保育所４施設で，柔軟に対応していけると考えておりま

す。天川や認定こども園，荒川沖，距離的にも十分対応できると思っております。

さらに，公立４施設に保育士を集約すれば，公立の各施設で，受入児童数を増やす

ことができますし，民営化した施設でも，その定員人数分の受入れを確保できます。

こうした理由から，霞ヶ岡保育所を民間活力導入の対象とすると考えております。

３番の，今後の予定ですが，パブリックコメントを２月５日から２月１８日まで実

施しておりまして，ここに寄せられたご意見に対して，今後市の回答や考え方を公

表します。また，３月に第４回策定委員会を開催して，文教厚生委員会でのご意見

も報告させていただきまして，策定委員会において，計画の内容を決定いたします。

続きまして，入所率の関係の資料㉒をお願いいたします。参考資料ということで保

育施設における希望者数の比較等です。この資料については，これまで作成したこ

とがなく，作り方が非常に難しかったのですけれども，参考までに作成させていた

だきました。令和３年度入所については現在調整中であり変動がありますので，昨

年の令和２年４月入所についてのデータから拾っております。では，１番について

ですが，令和２年４月入所時点での，霞ヶ岡保育所と天川保育所との，入所希望者

数の比較をしてみました。入所率につきましては，霞ヶ岡保育所は定員９０名のと

ころ６６名が入所しており，７３.３パーセントの入所率です。天川保育所は定員６
０名のところ６０が名入所しており，入所率は１００パーセントでございます。太

枠の数字に着目していただきたいのですけれども，空き人数は，保育所側で受け入

れ可能な人数でございす。これに対し希望者数については，希望する保育所を書き

たいだけ書けるのですけれども，例を挙げれば１０個でも２０個でも書けるんです

けれども，それを第１から３希望までのものと，第４希望以降のものに分けており，

その中でも，大多数は第１から３希望までで決まる傾向にありますので，こちらに

着目しております。そして，その中で実際に入所が決まったのが，入所人数です。

合計のところを見ますと，霞ヶ岡は，空き人数２３人のところ，第１から３希望は

１６人，ほぼその中で，入所者数は１２人でございます。天川の方は，空き人数１

６人のところ，第１から３希望は２３人，ほぼその中で，入所者数は１４人でござ

います。年齢別にみますと，１歳児や３歳児が大変競合するんですけれども，天川

のほうが空き人数に対して希望者数が多い状況がございます。これが，霞ヶ岡と天

川の比較でございます，次に，２番の前期計画における民営化前後の希望者数及び

入所率の変化でございますが，これまでに民営化した保育所について，民営化直前

の公立最終年と，令和２年４月の時とで，入所希望者や入所率を比較してみました。

桜川保育所では，令和２年４月移管で，園舎を建て替えています。公立最終年希望

者４５人，入所率６４.４パーセントに対しまして，令和２年は希望者７１人，入所
率８５．６パーセントと，希望者数，入所率とも増えています。希望者は２６人増

えています。都和保育所，都和保育園となっておりますが，令和元年４月移管でご

ざいます，平成３年築の既存園舎を活用しております。公立最終年希望者４８人，
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入所率６８.３パーセントに対し，令和２年は希望者数５０人，入所率７７.３パーセ
ントで，入所率につきましては定員を１２０人から１１０人へ変更しており分母が

小さくなっておりますので，増えていますが，希望者数の差は２人の増です。ただ，

令和３年は，２２人の増で着実に増えてます。竹ノ入保育所は，平成３０年４月移

管でございます。昭和５４年築の既存園舎を活用していますが，公立最終年希望者

４７人，入所率１１５パーセントに対し，令和２年は希望者数２７人，入所率１０

５.０パーセントです。希望者数は２０人減っていますけれども，民営化後に慎重な
対応をして，空きを１７人と少なめに設定していたことが影響していると思われま

す。入所率は１００パーセントを超えており，定員よりも多めに受け入れをしてい

ます。令和３年度は，土曜日の保育時間をそれまでの７.５時間から１１時間へ変更
したこともあり，希望者は４２人とこちらも着実に増えております。新川保育所に

つきましては，平成３０年４月移管です。近傍地の既存施設を活用しておりまして，

また，定員を６０人から８０人へ２０人増やしております。施設も比較的新しいき

れいなものでございます。公立最終年希望者１６人入所率５０パーセントに対し，

令和２年は希望者９９人，入所率１１１.３パーセントと増えています。民間へ移管
した施設については，いずれも希望者数が増加しており，民間活力導入は，保護者

の方々の思いに応えられていると思われます。繰り返しになりますが，市の公立保

育施設の在り方をどう考えるかについては，その存在意義を再検討したうえで，民

活の有効性と市の財政負担をも考慮して，その中のバランスを考慮し総合的に考え

た結果であり，民活の対象はその中で比較をして検討したものです。説明は以上で

ございます。

〇塚原委員長 ありがとうございます。委員の皆さん質問等ありますか。

○矢口委員 今示された数字を見る限り，民営化は良い方向にいっているんでないかと

いう気がしています。提案なんですけれども，１度現場を見に行きませんか。民営

化した施設，委員会で。見に行ってお話を聞いてくるというのはどうでしょうね。

〇塚原委員長 今，この時期なので。時期を見計らっていくというのであれば，いいの

かと思うんですけれども。

○矢口委員 特に聞いてみたい話が，公立の時から継続して民営化された，ご家庭の親

御さんの話を聞いてみたいな。保護者の方。

〇塚原委員長 なかなか親御さんとお会いするというのは難しいのかもしれないんです

けど，公立保育所民間活力導入の委員会の方で，アンケートを出したものがあるん

ですよ。それは見ていただくのは可能だと思うので，その後でも，なかなかご家族

の方に来ていただくというのもちょっと難しいですし。

○矢口委員 行った時に園の方で，もし計らいをいただければ，保護者の代表の方のお

話も聞いてみたいなとという程度のことで，必須ではない。

〇塚原委員長 検討してみましょう。取りあえずアンケートを見ていただいて，どうい

う方向になっているのか，結構幼稚園に偏りがあったりするんですよね。この幼稚

園は凄い良いアンケートきてるけど，この幼稚園はちょっとどうなのというところ
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も，民間活力したところですね。全体として良い形になっているかと思うので。す

みませんけど，アンケートの結果を今日じゃなくてもいいので，お見せできるもの

に関しては出していただければと思うんですけれども。

○鈴木委員 見たい人だけでいいよね。

〇塚原委員長 全員じゃなくても全然いいと思うんで，特に新川なんかは凄く良くなっ

ていると思うんですよね。ですから，そういうところ見せて頂くのも全然良いと思

うので，もし是非見たいという方は行っていただいてもいいんじゃないのかなと。

向こうの都合もあると思うので，調整しながら。まずアンケートの結果だけでも準

備いただければと。

○目黒副委員長 私もどちらかと言うと，民間活力導入を進めていった方が良いのかな

と，私のイメージというか気持ちなんですけれども。皆さんそれぞれの立場で問題

点とか色々な抱えていらっしゃると思うんですね。運営側でいうと公立第一となっ

てくるでしょうし。また，保護者の方からすれば，いかに利用しやすいかというの

がまず望まれるんでしょうし。保育士さんからすると生活掛かっているこというと

で，安定の雇用が多分望まれていて。皆さんの立場でそれぞれ望んでることが銘々

違うと思うのでそれを解消するため，あと１番はお子さん達が安心して通うという

のが大事だと思いますので，そういった意味であっても，まずは移行にあたってし

っかりと引継ぎですかね，色々な事例を見ていたら大体３か月ぐらい目安に民間側

と公立側で引き続きをして，皆さんが安心できるような状況になって引継ぎをやっ

ているというのも見られましたし。それであっても，それぞれの立場で不安なとこ

ろがあると思うので，それを解消する意味でも，市の方がうまく間に入って，潤滑

油じゃないですけれど，うまく回るようにそれぞれの立場の意見を拾って，いい方

向にやって行くというのが大事なのかなと思います。市の財政のことも考えて，こ

れは本当にやるべきだと思うので，であればしっかりとそれに向かって，どうすれ

ばいいんだというのは必要なのかなと思いますね。やってみなきゃ分からないとい

うことも多々あると思いますので，もしそういうことでつまずけば改善していけば

いいんだという前向きな考えで，是非取り組んでいただければと思います。私はそ

ういう思いで，後は個人的なことでいいますと，私の子どもが２０年以上前に幼稚

園ですけれど，市立の幼稚園に入りまして。その当時で，うちの子どもは発達障害

を持ってまして，快く受け入れていただきまして。うちの子どもに手厚くですね，

先生も付いていただいて対応していただきました。幼稚園の方でなんで受け入れた

んだという一番の理由は，世の中にはこういった人達もいるんだということを，他

の児童に知ってもらう意味でも助かるんです，というか勉強になるんですと前向き

なことで，柔軟な対応をしていただきまして，市立は凄いありがたいな，柔軟な対

応をしていただけるんだなと非常に思いました。保護者の方も，一番望まれてるの

は，延長保育だったり休日保育だったりだと思いますので，民間であればそういっ

たことも柔軟に対応できるかと思います。ただ，丸っきり保育士さんがガラッと変

わっちゃうということが，年齢層も上がってきていると思うんですけれども，そこ
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ら辺も，しっかりと市の方でサポートしていきながらやってくれたらなと，私の思

いでございます。以上です，

○下村委員 この問題は，最初に説明を受けた時には，土浦幼稚園と東崎保育所を一緒

にして認定こども園ですよっていって，１つだけだったんですよ。これ格差が出ち

ゃうんじゃないの，検討し直していって。私はそういうつもりで，市民は公平に色

んなものを享受できなくてはいけない訳ですよね。ですから，話をしたら増えてき

たんですね。３つのゾーンですか，エリア。所謂北部，中部，南部と。私はまだ，市

長が公約で公立保育所を残すんだというようなことで，こういう１つの認定こども

園という案で提案されてきた。そうしたら，こういうふうに今度３つのエリアでこ

れだけ残します。令和３年，４年，今度は認定こども園，土浦幼稚園かな。こういっ

た所が先に改修して出来てくると。良いことだと思うんですよ。そうやってエリア

を３つに分けたんだけれども，欲言えば５つくらいに分けて欲しいな，というのが

あるんです。人口の動向というのかなそういったことも調査したり，子ども達がど

ういうふうな地域にはこれだけいるんだよ，というところで規模が変わってくるん

だろうと私は感じるんです。これ市民の権利として，残すんであれば５つなりの地

域割したらそこにすべて１つずつ置くべきだというふうに私は感じるんです。経緯

はだから１つしかなかったのかって，これだけ残るようになったんです。なんで，

ここで子ども達のことに，色々考えるのに，なんで市の財政負担が増大だっていう

話が出てくるのかなと思うんですよ。市の財政は負担，とっくの昔から，民間活力

導入の時からそれは分かっていることだろうと思うんです。我々が皆さん執行部側

からご意見をと言われれば，私はそういう意見。しかし，財政も確かに苦しいと思

うんですけれども，残すんだというんだったら，きちんと全体のことを考えて，市

全域を考えてエリア分けをきちっとして，例えば北部エリアで神立だけ残したとこ

ろで，新治はどうするのよという話になっちゃうし。あるいは，おおつ野地区，上

大津地区の方は，確かに神立なんだろうけど，今度共同病院の方には相当な，膨張

した新しい都市ができてるけれども，あるところで止まってしまうよっていうのが

分かっているから，そちらまで考えないとかあるんでしょうけれども。しかし，き

ちんとした，やるんなら５つなら５つ，今３つといって１つ，中央エリアだけが３

つにならないで２つにするんでしょうけれども。理由が財政だと言ってるんだな，

わりあいと。最後に表で天川保育所は人気があるけれど，霞ヶ岡保育所は減ってき

ているよと。地域性があって，そこの人口の構成が，若者がいるのかいないのかで

も大分変わってくるし，そこら辺も含めて検討されたんでしょうけれども，私なり

に最終的な意見とすれば，こういったことを進めていくのなら，これはやって行っ

て欲しいと思います。もう１つ，格差というのか不公平なのか分かりませんけれど

も，市長としてはこれをやる，いくんだということできたんだから，もうひと踏ん

張りして，財政はやっぱりしょうがないですね，３つ残すというのであれば。まず，

最初に民間活力導入でやると，１年間に何千万というお金が一時的に減るんです。

だけれど，今度は市の補助金として委託する分だけどんどん出てくるから，市の職
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員を使うのか，民間の方に委託するのかというのはそんなに差はないのだと思うん

ですよ。ところが，施設費だけ。いろんな面で，施設費は掛かってくる，整備費と

か，維持管理費，所謂ランニングコストとか，いろんな事ですね。そういったこと

では，存続させるとやっぱりずっと継続していっちゃうと。お金がかかってくるの

は仕方がないのかという感じはします。存続するどうのこうのって，霞ヶ岡保育所

が無くなったとしても，４施設に保育士を集中することが出来れば，受け入れ人数

の増加や支援の必要な児童の受け入れ等にも柔軟な対応が可能になりますというけ

れど，霞ヶ岡保育所が無くなれば，そこに入っている子ども達が，次は説明会があ

ってどっか，じゃあ天川に行ってください，土浦に行ってくださいって言われなが

ら行く。そうすると，そこでもまた，保護者の負担も発生するんだってことも，検

討もされたんでしょうけれども。残せるスタート点が，市長が公立保育園を残すん

だって始まったことだから，１つだけ残すんだったらおかしいでしょうと言ったら，

これだけ残ってきたと。そこだけはよくご認識いただいて執行部側では考えていた

だいた方が良いと思います。以上です。結論は，霞ヶ岡保育所を残したらどうです

か。

〇塚原委員長 １つ，市長の公約というお話ありましたけれども，市長は全部を残すよ

とは言っていないんですよね。民間活力導入の中で民間活力導入をしながら，残す

所は残すとはお話をしているので。下村委員の言うのも分かります。なんで１つだ

け残ってて，それだけあれしないんだよ。ただ，全体を考えるとやっぱり民間活力

という中で，今の園舎もそうですし，やっぱり人気がある所って園舎が新しくて，

園庭も広くて，先生達の環境も良くて，そういうところを１，２，３番目に選んで

きてるんですよね。そうなると，さっき課長の方から２０番位まで書いてくる人が

いると。入りたいのはやっぱり１番から３番くらいのとこに入りたいわけですよ。

自分の所から近い，もしくは園庭きれい，遊具がいい，もしかしたら給食なんかも

凄い凝ってる，英語はやる，プールはやる。色々魅力があるというのを優先にして

るところが思うんですけれども。そういった意味からすると，今の状況からしたら

霞ヶ岡の所は民間活力導入しながら，新しいものを吹き込んでもいいのかなという

のが，私が言ってあれなんですけれども，公立保育所民間活力導入の中でそういう

話になっています。元々は，前回の前期からすると，すべての幼稚園，土浦幼稚園

も全部民間だと。文教厚生としたら，色々な障害を持っている子ども達もいるかも

しれないから，せめて１つだけは残してほしい，それを後期計画に生かしてほしい

とずっと文教厚生で言ってきたんですよね。ただ，やはり順番が間違っちゃったの

は，いきなり認定こども園というふうになってきたから，それはおかしいんじゃな

いのと。それは公立保育所民間活力導入の中で，こういう形の中の１つは認定保育

園だよってなっていれば，ああそうかとなったと思うんですけれども，その辺の順

番がちょっと違っちゃったかな。そういうことがありながらも，今までの流れとし

ては，そういう子ども達を見ていただけるところが増えて，中央だけではなくて，

北にも南にも，中央にも残してもらえたと。そういう子ども達の環境を整備できる
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っていうことは良いのかなというふうに理解してですね，その時に霞ヶ岡だけどう

するんだ，１個だけ残るのだから，それだけやっちゃえばいいじゃないか，そこは

民間に任せた方がもしかしたら，良くなるんじゃないかなというのが活力導入計画

の中の大まかな意見ということです。ただ，今下村委員の言ってくれたものも含め

て，３月の民間活力導入の中ではそういう話が出ましたとは伝えようとは思います。

○下村委員 意見を言いますけれども，じゃあ悪い所，民間にあげるんですかと言われ

ちゃうよ，受ける側は。悪いと言ったら言い方おかしいけれども，天川の方が良い

なと言われたらどうするんですか。

〇塚原委員長 それは駄目ですというしかない。実は，本来次の順番どうだったかとい

うのは色々あるんですけれども，そうなると結果的に財政というところに，行きつ

いちゃうかもしれないですけれどね。大体今回の土浦幼稚園やるにしても，４億５，

０００万くらいかかる。荒川沖保育所，今の所じゃあれだから，どこかに土地買っ

て駐車場スペースも安全な所にしようというと，またそれくらいかかる。色々な環

境を考えると，４つは厳しいのかなとかね。

○下村委員 ５つは厳しいんだよ。これ４つ置くんだよ。

〇塚原委員長 違います。天川はそのままじゃないですか，今の所。神立と認定こども

園と荒川沖保育所をやっぱり変えなくてはいけない。きれいにするなり，場所を変

えるなり。

○下村委員 新耐震じゃないから，荒川沖の。

〇塚原委員長 荒川沖なんかは，道路からもうちょっと出たら，車がびんびん通ってい

るところを子ども達が帰らなくてはいけないとか，色々考えると，もしかしたら場

所を選定して，新しい所を建てなくていけないのかなとかですね。色々考えるとお

金というのは，必然的についてくるものになっちゃうのかなと。だからといって，

霞ヶ岡が悪いから他に渡すというわけではなく。

○下村委員 そういうふうに聞こえたよ。

〇塚原委員長 ただ，やっぱりそこをうまく活用してくれるところがあるのであれば，

それでも良いのかなと。まだ，民間活力導入を継続しながら４つを残す方向になっ

たというふうに考えていただけるといいのかなと。

○下村委員 そういう話だったかな。

〇塚原委員長 実際，会議に来てる人も，土浦幼稚園が残るとなったり，民間活力導入

の会議じゃなかったっけみたいな，そういうのがあったんですよ。ただ後期計画は，

また後期計画になった時に，皆さんで話し合いをしていただいて残すか残さないか

決めます，というのが最初だったみたいなので。私は活力導入の最初にはいなかっ

たのであれなんですけれども，そういう流れの中で，今４つを残そうということに

なったと，ご理解いただければと思うんですけれども。

○下村委員 委員長の，民間活力導入計画の後期計画の方の委員として，聞かれてる時

のお話とご意見だと思うんです。こちらの委員会では，それぞれの人が思うことを

言わなければならないのだろうと思うんですよ。我々は教育委員会とかあるいは保
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健福祉部所管で，特にこれが問題になっている，民間活力導入とか後期計画なんて，

私はそういうこと関係ないんですね。私は子どもの事を考えて，一番最初に言って

きたのは，民間活力導入ではなくて認定こども園土浦幼稚園を残すと言ってきただ

けだから。だから民間活力導入とかじゃなかったんですよ。だから，それに対して

我々が意見を出したら，エリアが増えたんでしょう。

〇塚原委員長 良い事じゃないですか。

○下村委員 いいんですよ。そういう事を言っているの。１つばっかり出したって駄目

だってこと。要するに市の財政がどうのこうのじゃなくて，ここの部分は元に戻れ

ないけれど，残っている保育所はすべてやっぱり市の管理でやって行くべきだと思

うんですよ。

○塚本保健福祉部長 委員の皆さんのご協議，色々議論いただきましてありがとうござ

います。その中で下村委員からありました，認定こども園の話が最初にあって，そ

れが変化してという話で聞いたのですが，この保健福祉部長となって去年の４月，

まずはこの民活の導入の計画ですね，公立保育所民間活力導入計画，これの前期計

画の締め切りが今年度なんだと。今まであった１０の保育所の内，残りが東崎保育

所なんだって担当の方から４月の段階で聞いたのですね。要は，東崎保育所どうす

るのか。６，前期でやろうとしまして，その６の内の残りが東崎保育所だった。で

も，その段階で，４月に来た段階で土浦幼稚園の廃園の部分との協議があって，１

つの案として認定こども園という話があったんですね。そういうことで認定こども

園，東崎保育所をどうするかの話が認定こども園の話ということで。残りの６の内

の東崎保育所がそこで解決したと。もう１つ，前期計画の後の後期計画が，１０の

内４残っている。４の後期計画の，４は前の中川市長ではなく，今度安藤市長が４

をどういうふうに民活するか考えなくてはならない。考えたのが，今回４の内の霞

ヶ岡の１を民活しましょうという話になったんで。そういうことで，認定こども園

の話から，そこから変わっていったわけではないです。後期計画で，残りのやつを

どうするかと変わっていったわけではないので。ある程度切り離された考え，とい

うことです。

○下村委員 部長には申し訳ないけれど，私達が知ったのは認定こども園の話からしか

聞いていないの。それは部長が就任した時は，それはそれでしょうよ。この話が出

てきたのは，認定こども園を作りますよ，土浦幼稚園と東崎保育所でやりますよ，

それありきの感じできたんだよ。だから，私らは執行部じゃないんですから，分か

らないですよ，その中身は。ただ，説明はそのようにあったんですよ。市長も公約

に掲げてるからいいんじゃないの，と私は思うわけですよ，どうせ残すのなら。１

つ残すならば，３つでも４つでも残してくださいと。要するに市民全体が公平に市

の政策を享受できる，そういうことが大切なのかなと私は思っただけでね，平等に

ね。そういうふうに思っているから，そういうこと言っているだけで，民間活力導

入ありきじゃないよという市長の考え方は，それはそれでいいと思うんですよ。こ

れはまた，やったらその内，やっぱり民間活力した方がいいやとなるかもしれない，
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これは分からないんですよ。私はそう思っているだけ。部長は，自分が就任された

時には，そうなっているというけれども，私達は去年初めて，認定こども園作りま

すよとそれありきの感じで説明があったわけですよ。それ以外は知らなかったわけ

ですね。だから私は，市長の公約がとそのように言ってしまいうわけです。だから

別に攻めているわけではないですよ。以上です。

○鈴木委員 私は文教厚生委員だけ３期，その前に総務委員をちょっとやっていますけ

れど，その３期の中の流れを考えていくと，違和感があるようでない。最初は，民

活の策定委員会にも出てましたけれど，その中で民活に対して反対をしていた。と

ころが，その当時の市長の主張が民活導入ということで，その流れで前期計画から

策定に入った訳ですよね。ようやく後期計画まで策定が終わって，３月の最後の第

４回の策定委員会で，これを決定したいということで，このまま決定してもらえば

いいと思うんです。その後，後の話で今から文教厚生委員会で話すとしたら，残っ

た保育所に対して，今，下村委員もおっしゃった通り，途中で駄目になるかもしれ

ないし，公立として残っていくかもしれないし，認定こども園にした方がいいのか

もしれない。それは文教厚生員会で話しをしていくことであって，前市長の時から

始まった民活の計画が，ここまで途中で多少の変更があったにしてもこれで収まっ

たんだから，ここで１回これを決めていただいて，その後また，その結果を検証し

ながら，委員会なりで新しいことを考えていけばいいじゃないかなということで。

長らくこの議論をやってきたのですが，このあたりでね，終止符を打って，１回こ

の計画を決定していただいて，その後また新しい展開でね，ここで話をしていけば

いいんじゃないですかね。

〇塚原委員長 実際，霞ヶ岡を受け入れるところがあるかどうかっていうのも当然，下

村委員の言われたように，受け入れるところがなかったら潰すと言うわけではない

ので。やっぱり次の事を考えなくてはいけないと思うので，そういうことで進めさ

せてもらえればとは思いますけれども。また，霞ヶ岡をやっていくのは５年間歳月

があるわけですから，それを本当に民活にした方がいいのか，それともやっぱり残

しておいた方がいいのか，そういうことも当然出てくると思いますので，進めなが

ら相談させてもらえればと思います。よろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

○塚原委員長 以上で提出された資料の説明はすべて終わりました。ありがとうござい

ました。以上で文教厚生委員会を閉会します。皆さん長時間にわたりご苦労さまで

した。


